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説≫「
安
倍
改
憲
」
の
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─
「
条
文
イ
メ
ー
ジ
（
た
た
き
台
素
案
）」
の
研
究

─
金

子　

勝

は
じ
め
に

安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
が
牽
引
し
、
今
日
、「
妄
動
改
憲
」
化
し
て
い
る
「
安
倍
改
憲
」
は
、「
ア
メ
リ
カ
と
天
皇
を
戴
く
『
戦
争

国
家
』」
を
も
つ
日
本
国
を
作
ろ
う
と
す
る
改
憲
で
あ
る
。

「
安
倍
改
憲
」
の
源
流
は
、
自
由
民
主
党
が
二
〇
一
二
年
四
月
二
七
日
に
決
定
し
た
「
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
」
で
あ
り
、
こ
の

「
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
」
と
「
安
倍
改
憲
」
を
求
め
た
も
の
は
、
二
一
世
紀
の
「
日
米
安
全
保
障
条
約
」
体
制
で
あ
っ
た
。

二
一
世
紀
の
「
日
米
安
全
保
障
条
約
」
体
制
と
は
、
一
九
六
〇
年
六
月
二
三
日
発
効
の
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相

互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
」（「
一
九
六
〇
年
日
米
安
全
保
障
条
約
」）
と
、
二
〇
〇
六
年
六
月
二
九
日
に
発
表
さ
れ
た
日
米
共
同
文
書

「
新
世
紀
の
日
米
同
盟）（
（

」
を
合
体
さ
せ
て
作
ら
れ
た
「
日
米
安
全
保
障
条
約
」
体
制
の
こ
と
で
あ
る
。
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「
一
九
六
〇
年
日
米
安
全
保
障
条
約
」
は
、
次
の
よ
う
な
主
要
な
要
素
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

⑴
日
本
国
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
経
済
協
力
（
第
二
条
）、
⑵
日
本
国
へ
の
軍
事
力
増
強
（「
軍
拡
」）
の
義
務
付
け
（
第
三
条
）、
⑶
日
本
国

と
在
日
米
軍
基
地
が
武
力
攻
撃
を
受
け
た
ら
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
は
、
そ
れ
が
、
自
国
の
平
和
及
び
安
全
を
危
う
く
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
認
め
て
、
自
国
の
憲
法
上
の
規
定
及
び
手
続
に
従
っ
て
、
共

同
で
武
力
行
動
を
行
う
。
そ
の
場
合
、
国
際
連
合
・
安
全
保
障
理
事
会

に
、
受
け
た
武
力
攻
撃
と
そ
れ
に
対
す
る
武
力
行
動
の
結
果
を
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
安
全
保
障
理
事
会
が
、
そ
の
武
力
攻

撃
に
対
す
る
対
処
措
置
を
執
っ
た
と
き
は
、
当
該
武
力
行
動
措
置
は
終

止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
五
条
）、
⑷
日
本
国
の
米
軍
基
地
設
置

義
務
（
第
六
条
）、
⑸
「
一
九
六
〇
年
日
米
安
全
保
障
条
約
」
の
対
象

範
囲
（
戦
域
）
は
、「
極
東
」〔
南
千
島
を
含
む
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
台

湾
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
含
む
地
域
〕（
第
六
条
）、
⑹
在
日
米
軍
の
取
り
扱
い

は
、
国
会
が
関
与
し
な
い
別
個
の
行
政
協
定
及
び
取
極
で
定
め
る
（
第

六
条
）、
⑺
「
一
九
六
〇
年
日
米
安
全
保
障
条
約
」
の
終
了
は
、
一
九

七
〇
年
六
月
二
三
日
以
後
は
、
日
米
両
国
の
い
づ
れ
か
の
一
方
的
通
告

で
、
そ
の
通
告
後
一
年
で
成
立
す
る
（
第
一
〇
条
）。

次
に
、「
新
世
紀
の
日
米
同
盟
」
は
、
次
の
よ
う
な
主
要
な
要
素
で

構
成
さ
れ
て
い
る
。

第一表　各国の国内総生産（GDP）額
（単位：億ドル）

国　　　名
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

GDP額 シェア（％）GDP額 シェア（％）GDP額 シェア（％） GDP額 シェア（％）GDP額 シェア（％）GDP額 シェア（％）
アメリカ合衆国 161,552 21.7 166,631 21.8 173,480 22.2 180,366 24.3 187,071 24.6 194,853 24.2
中華人民共和国 84,714 11.4 95,184 12.4 104,305 13.3 111,584 15.0 111,910 14.7 122,377 15.2
日 本 国 59,572  8.0 49,195  6.4 46,024  5.8 43,830  5.9 49,492  6.5 48,724  6.0
ドイツ連邦共和国 35,396  4.7 37,453  4.9 38,682  4.9 33,636  4.5 34,951  4.6 36,932  4.5
イ ギ リ ス 王 国 26,304  3.5 27,122  3.5 29,888  3.8 28,580  3.8 26,592  3.5 26,312  3.2
フランス共和国 26,814  3.6 28,102  3.6 28,291  3.6 24,189  3.2 24,651  3.2 25,824  3.2
ブラジル連邦共和国 24,131  3.2 23,920  3.1 23,465  3.0 17,725  2.3 17,928  2.3 20,555  2.5
イタリア共和国 20,746  2.7 21,335  2.8 21,411  2.7 18,215  2.4 18,691  2.4 19,438  2.4
イ ン ド 18,692  2.5 19,360  2.5 20,549  2.6 21,162  2.8 22,700  2.9 25,756  3.1
G D P 世 界総額 742,218 761,763 780,370 741,768 758,401 805,055

（出所）　公益財団法人・矢野恒太記念会編集＝発行『世界国勢図会　2016/17』（2016年 9 月 刊）・116-123頁。同『世界国勢図会　2017/18』（2017年 9 月刊）・116-
123頁。同『世界国勢図会　2019/20』（2019年 9 月刊）・102-109頁。
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⑴
「
一
九
六
〇
年
日
米
安
全
保
障
条
約
」
の
対
象
範
囲
（
戦
域
）
を
、

「
地
球
的
規
模
」
に
拡
大
す
る
。
従
っ
て
、「
一
九
六
〇
年
日
米
安
全

保
障
条
約
」
は
、「
地
球
的
規
模
で
の
協
力
の
た
め
」
の
「
日
米
同
盟
」

（
対
米
日
属
の
米
国
至
上
主
義
型
米
日
核
軍
事
・
経
済
同
盟
）
に
転
化
す
る
、

⑵
「
地
球
的
規
模
で
の
協
力
の
た
め
の
核
軍
事
同
盟
」
の
内
容
は
、
二

〇
一
五
年
四
月
二
七
日
に
決
定
さ
れ
た
「
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指

針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
））
2
（

」
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
世

界
政
治
の
支
配
化
の
た
め
に
、
世
界
中
（
宇
宙
を
含
む
）
で
核
を
用
い

る
侵
略
戦
争
を
展
開
す
る
同
盟
で
あ
る
。
世
界
最
大
の
経
済
力
（「
第

一
表
」
参
照
）
と
軍
事
力
（「
第
二
表
」
参
照
）
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
に
侵

略
戦
争
を
仕
掛
け
る
国
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
、
⑶
「
地
球
的
規

模
で
の
協
力
の
た
め
の
経
済
同
盟
」
の
内
容
は
、「
新
世
紀
の
日
米
同

盟
」
に
よ
れ
ば
、「
互
恵
的
な
二
国
間
経
済
関
係
を
更
に
深
化
さ
せ
、

地
域
や
世
界
の
経
済
問
題
に
関
す
る
協
力
を
強
化
す
る
た
め
の
方
策
を

探
っ
て
い
く
」
と
な
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
世
界
経
済
の
支
配

化
の
た
め
に
、
世
界
中
で
経
済
戦
争
を
展
開
す
る
同
盟
で
あ
る
。

「
日
米
安
全
保
障
条
約
」
の
本
質
は
、
⑴
日
本
国
を
対
米
従
属
国
に

縛
り
付
け
て
お
く
鎖
で
あ
り
、
⑵
日
本
国
の
国
力
と
企
業
を
ア
メ
リ
カ

第一表　各国の国内総生産（GDP）額
（単位：億ドル）

国　　　名
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

GDP額 シェア（％）GDP額 シェア（％）GDP額 シェア（％） GDP額 シェア（％）GDP額 シェア（％）GDP額 シェア（％）
アメリカ合衆国 161,552 21.7 166,631 21.8 173,480 22.2 180,366 24.3 187,071 24.6 194,853 24.2
中華人民共和国 84,714 11.4 95,184 12.4 104,305 13.3 111,584 15.0 111,910 14.7 122,377 15.2
日 本 国 59,572  8.0 49,195  6.4 46,024  5.8 43,830  5.9 49,492  6.5 48,724  6.0
ドイツ連邦共和国 35,396  4.7 37,453  4.9 38,682  4.9 33,636  4.5 34,951  4.6 36,932  4.5
イ ギ リ ス 王 国 26,304  3.5 27,122  3.5 29,888  3.8 28,580  3.8 26,592  3.5 26,312  3.2
フランス共和国 26,814  3.6 28,102  3.6 28,291  3.6 24,189  3.2 24,651  3.2 25,824  3.2
ブラジル連邦共和国 24,131  3.2 23,920  3.1 23,465  3.0 17,725  2.3 17,928  2.3 20,555  2.5
イタリア共和国 20,746  2.7 21,335  2.8 21,411  2.7 18,215  2.4 18,691  2.4 19,438  2.4
イ ン ド 18,692  2.5 19,360  2.5 20,549  2.6 21,162  2.8 22,700  2.9 25,756  3.1
G D P 世 界総額 742,218 761,763 780,370 741,768 758,401 805,055

（出所）　公益財団法人・矢野恒太記念会編集＝発行『世界国勢図会　2016/17』（2016年 9 月 刊）・116-123頁。同『世界国勢図会　2017/18』（2017年 9 月刊）・116-
123頁。同『世界国勢図会　2019/20』（2019年 9 月刊）・102-109頁。
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資
本
主
義
の
発
展
の
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
ま
た
、
⑶
日
本
国
の
国
力
と
国
民
を
ア
メ
リ
カ
の
侵
略
戦
争
に
動
員
し

よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

二
一
世
紀
の
「
日
米
安
全
保
障
条
約
」
体
制
は
、
⑴
一
九
九
〇
年
代
初
頭
か
ら
展
開
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
発
の
「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ

ョ
ン
」（globalization　
経
済
の
地
球
規
模
化
）
と
い
う
現

代
帝
国
主
義）（
（

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（Ideologie　

観
念
形
態
）

に
基
づ
い
て
世
界
中
に
進
出
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
独
占

資
本
の
多
国
籍
企
業
と
投
資
機
関
の
投
機
マ
ネ
ー
の
権
益

を
守
る
た
め
に
、
及
び
、
⑵
ア
メ
リ
カ
に
代
っ
て
二
一
世

紀
の
「
覆
権
国
家
」
に
な
ろ
う
と
台
頭
し
て
き
た
（
二
〇

〇
一
年
一
二
月
一
一
日
の
世
界
貿
易
機
関
へ
の
加
入
を
画
期
と

し
て
）中
国
に
対
処
す
る
た
め
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

二
一
世
紀
の
「
日
米
安
全
保
障
条
約
」
体
制
は
、
⑴
日

本
国
の
対
米
従
属
の
全
面
化
を
徹
底
さ
せ
、
⑵
世
界
中
で

侵
略
戦
争
と
経
済
戦
争
（
外
国
の
経
済
を
破
滅
さ
せ
る
闘

争
）
を
展
開
す
る
米
国
至
上
主
義
型
米
日
核
軍
事
・
経
済

同
盟
体
制
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
世
界
一
凶
暴
な

「
核
軍
事
・
経
済
同
盟
条
約
」
体
制
と
な
っ
た
。

二
一
世
紀
の
「
日
米
安
全
保
障
条
約
」
体
制
は
、
そ
の

第二表　各国の軍事支出額
（単位：億ドル）

国　			　　名
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

軍事支出額 シェア（％）軍事支出額 シェア（％）軍事支出額 シェア（％） 軍事支出額 シェア（％）軍事支出額 シェア（％）軍事支出額 シェア（％）
アメリカ合衆国Ⓝ  6,333 39.0  6,034 36.9  5,975 38.2  6,044 40.1  6,027 39.0  6,432 38.6
中 華 人 民 共 和 国  1,158  7.1  1,311  8.0  1,458  9.3  1,450  9.6  1,504  9.6  1,682 10.0
サウジアラビア王国   	670  4.1   	807  4.9   	818  5.2   	568  3.7   	766  4.9   	829  4.9
ロ シ ア 連 邦   	660  4.0   	644  3.9   	516  3.3   	466  3.0   	456  2.9   	453  2.7
イ ギ リ ス 王 国 Ⓝ   	580  3.5   	614  3.7   	562  3.5   	524  3.4   	507  3.2   	561  3.3
フランス共和国Ⓝ   	523  3.2   	520  3.1   	467  2.9   	472  3.1   	486  3.1   	533  3.1
日 本 国   	487  3.0   	461  2.8   	410  2.6   	473  3.1   	460  2.9   	472  2.8
ドイツ連邦共和国Ⓝ   	441  2.7   	431  2.6   	366  2.3   	382  2.5   	417  2.6   	456  2.7
イ ン ド   	418  2.5   	464  2.8   	479  3.0   	510  3.3   	524  3.3   	578  3.4
イタリア共和国Ⓝ   	252  1.5   	244  1.4   	215  1.3   	223  1.4   	228  1.4   	248  1.4
世界軍事支出総額 16,213 16,313 15,633 15,041 15,569 16,660

（註）　日本国の軍事費には、海上保安庁費・旧軍人恩給費が含まれていないので、それらを 含めている NATO 加盟国（Ⓝ印）の方式に換算すれば、日本国の軍事
費は、その1.5倍の額になる（1980年 3 月22日付「読売新聞（朝刊）」参照）。

（出所）　The	International	Institute	for	Strategic	Studies,	The	Military	Balance	2016,	Rout- ledge,	2016,	pp.	484-490.	The	International	Institute	for	Strategic	Stud-
ies,	The	Military	Balance	2017,	Routledge,	2017,	pp.	553-559.	The	International	Insti- tute	for	Strategic	Studies,	The	Military	Balance	2018,	Routledge,	2018,	
pp.	502-508.	The	International	 Institute	 for	Strategic	Studies,	The	Military	Balance	 2019,	Routledge,	2019,	pp.	513-518.	



5（　　 「安倍改憲」の解剖（金子　勝）

全
開
の
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
に
従
属
し
て
、
ア
メ
リ
カ
と

共
に
、
ア
メ
リ
カ
の
国
益
（
ア
メ
リ
カ
の
国
家
と
多
国
籍
企

業
と
投
機
マ
ネ
ー
の
利
益
の
こ
と
）
の
た
め
に
、
ⓐ
集
団
的

自
衛
権
と
海
外
侵
略
用
基
地）4
（

を
用
い
て
、
世
界
中
で
侵
略

戦
争
や
侵
略
目
的
の
武
力
に
よ
る
威
嚇
及
び
武
力
の
行
使

を
実
行
す
る
、
或
い
は
、
ⓑ
世
界
中
で
経
済
戦
争
を
実
行

す
る
日
本
国
（「『
安
保
』
の
国
」）
を
要
求
し
て
い
る
。
こ

の
要
求
は
、
日
本
国
の
国
家
と
多
国
籍
企
業
と
投
機
マ
ネ

ー
に
と
っ
て
、
利
益
と
な
る
。
こ
の
要
求
を
実
現
し
よ
う

と
す
れ
ば
、
平
和
の
団
塊
で
あ
り
・
護
憲
の
団
塊
で
あ
る

日
本
国
憲
法
を
全
面
的
に
破
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
自
由
民
主
党
は
、
内
閣
が
憲
法
改
正
権
（
改
憲

案
起
草
権
・
改
憲
案
国
会
提
出
権
・
改
憲
発
議
権
）
を
有
し

な
い
こ
と）5
（

（
憲
法
第
九
六
条
第
一
項
）
を
踏
ま
え
て
、
日

本
国
憲
法
を
全
面
的
に
破
壊
す
る
内
容
の
「
日
本
国
憲
法

改
正
草
案
」
を
作
成
（
二
〇
一
二
年
四
月
二
七
日
決
定
）
し
た
。

「
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
」
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を

実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

第二表　各国の軍事支出額
（単位：億ドル）

国　			　　名
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

軍事支出額 シェア（％）軍事支出額 シェア（％）軍事支出額 シェア（％） 軍事支出額 シェア（％）軍事支出額 シェア（％）軍事支出額 シェア（％）
アメリカ合衆国Ⓝ  6,333 39.0  6,034 36.9  5,975 38.2  6,044 40.1  6,027 39.0  6,432 38.6
中 華 人 民 共 和 国  1,158  7.1  1,311  8.0  1,458  9.3  1,450  9.6  1,504  9.6  1,682 10.0
サウジアラビア王国   	670  4.1   	807  4.9   	818  5.2   	568  3.7   	766  4.9   	829  4.9
ロ シ ア 連 邦   	660  4.0   	644  3.9   	516  3.3   	466  3.0   	456  2.9   	453  2.7
イ ギ リ ス 王 国 Ⓝ   	580  3.5   	614  3.7   	562  3.5   	524  3.4   	507  3.2   	561  3.3
フランス共和国Ⓝ   	523  3.2   	520  3.1   	467  2.9   	472  3.1   	486  3.1   	533  3.1
日 本 国   	487  3.0   	461  2.8   	410  2.6   	473  3.1   	460  2.9   	472  2.8
ドイツ連邦共和国Ⓝ   	441  2.7   	431  2.6   	366  2.3   	382  2.5   	417  2.6   	456  2.7
イ ン ド   	418  2.5   	464  2.8   	479  3.0   	510  3.3   	524  3.3   	578  3.4
イタリア共和国Ⓝ   	252  1.5   	244  1.4   	215  1.3   	223  1.4   	228  1.4   	248  1.4
世界軍事支出総額 16,213 16,313 15,633 15,041 15,569 16,660

（註）　日本国の軍事費には、海上保安庁費・旧軍人恩給費が含まれていないので、それらを 含めている NATO 加盟国（Ⓝ印）の方式に換算すれば、日本国の軍事
費は、その1.5倍の額になる（1980年 3 月22日付「読売新聞（朝刊）」参照）。

（出所）　The	International	Institute	for	Strategic	Studies,	The	Military	Balance	2016,	Rout- ledge,	2016,	pp.	484-490.	The	International	Institute	for	Strategic	Stud-
ies,	The	Military	Balance	2017,	Routledge,	2017,	pp.	553-559.	The	International	Insti- tute	for	Strategic	Studies,	The	Military	Balance	2018,	Routledge,	2018,	
pp.	502-508.	The	International	 Institute	 for	Strategic	Studies,	The	Military	Balance	 2019,	Routledge,	2019,	pp.	513-518.	
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第
一
に
、「
天
皇
を
戴
く
国
家
」
を
も
つ
日
本
国
に
す
る
（
前
文
）
た
め
に
、
天
皇
を
「
元
首
」（
対
外
的
に
は
、
国
家
の
代
表
、
対
内

的
に
は
、
行
政
権
の
実
質
的
又
は
名
目
的
な
長
）、
且
つ
、「
象
徴
」
に
し
て
（
第
一
条
）、
日
本
国
を
「『
天
皇
』
共
同
体
」（
天
皇
の
も
と

に
集
結
す
る
集
団
体
）
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

第
二
に
、「
戦
争
の
放
棄
」
を
放
棄
し
て
、
国
防
軍
を
作
り
、
そ
の
国
防
軍
が
、
あ
ら
ゆ
る
武
器
を
保
有
・
行
使
し
て
、
自
衛
の
名

で
、
あ
ら
ゆ
る
戦
争
と
あ
ら
ゆ
る
武
力
に
よ
る
威
嚇
及
び
武
力
の
行
使
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
国
防
軍
が
、
国
際

平
和
の
た
め
と
い
う
理
由
で
の
武
力
活
動
を
で
き
る
よ
う
に
、
反
ア
メ
リ
カ
・
反
国
家
・
反
大
企
業
運
動
を
弾
圧
で
き
る
よ
う
に
し
て

い
る
。
憲
兵
（
軍
事
警
察
）・
軍
事
法
廷
・
軍
事
監
獄
、
軍
機
保
護
法
を
作
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
（
第
九
条
・
第
九
条
の
二
）。

第
三
に
、
徴
兵
（
兵
役
強
制
）・
徴
用
（
労
働
強
制
）・
徴
発
（
物
品
取
り
立
て
強
制
）
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
（「
日
本
国
民
は
、

国
と
郷
土
を
誇
り
と
気
概
を
持
っ
て
自
ら
守
（
る
）」
と
い
う
規
定
を
設
置
し
て
い
る
。
前
文
）。

第
四
に
、
国
防
軍
が
ア
メ
リ
カ
軍
に
統
率
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
（
国
防
軍
は
、
戦
争
す
る
場
合
、「
国
会
の
承
認
そ

の
他
の
統
制
に
服
す
る
」
の
規
定
を
設
置
し
て
い
る
。「
そ
の
他
の
統
制
」
が
、
ア
メ
リ
カ
軍
の
統
制
で
あ
る
。
第
九
条
の
二
・
第
二
項
）。

第
五
に
、
国
家
と
軍
隊
と
戦
争
の
必
要
に
よ
っ
て
制
限
・
剝
奪
さ
れ
る
基
本
的
人
権
を
設
置
し
て
い
る
（「
公
益
及
び
公
の
秩
序
に
反

し
な
い
」
限
り
で
の
自
由
及
び
権
利
の
保
障
の
規
定
を
設
置
し
て
い
る
。
第
十
二
条
）。

第
六
に
、
内
閣
総
理
大
臣
に
国
防
軍
の
直
の
最
高
指
揮
官
の
地
位
を
与
え
（
第
九
条
の
二
・
第
一
項
）、
ま
た
、
衆
議
院
の
無
条
件
の

解
散
権
を
与
え
て
（
第
五
十
四
条
第
一
項
）、
大
統
領
的
内
閣
総
理
大
臣
を
作
り
、
国
会
を
内
閣
総
理
大
臣
の
従
属
機
関
に
し
て
、
国
防

軍
で
威
嚇
す
る
内
閣
総
理
大
臣
専
制
型
統
治
機
構
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
裁
判
所
も
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
を
任
命
す

る
内
閣
（
第
七
十
九
条
第
一
項
）
を
統
率
す
る
内
閣
総
理
大
臣
の
従
属
機
関
と
な
る
（「
権
力
分
立
制
」
の
放
棄
）。

第
七
に
、
国
に
政
党
の
指
導
権
を
付
与
し
て
（
第
六
十
四
条
の
二
）、
政
党
を
抹
殺
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
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第
八
に
、
国
と
地
方
自
治
体
の
協
力
を
義
務
化
し
て
（
第
九
十
三
条
第
三
項
）、
地
方
自
治
体
の
も
つ
団
体
自
治
を
否
定
す
る
方
法
で
、

「
地
方
自
治
」
を
名
目
的
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

第
九
に
、
侵
略
・
内
乱
・
自
然
災
害
等
の
急
い
で
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
（
緊
急
事
態
）
が
生
じ
た
と
内
閣
総
理
大
臣
が

判
断
し
た
場
合
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
閣
議
に
か
け
て
、「
緊
急
事
態
の
宣
言
」
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
（
第
九

十
八
条
第
一
項
）。

「
緊
急
事
態
の
宣
言
」
が
発
せ
ら
れ
る
と
、
⑴
内
閣
は
、
法
律
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
政
令
（
緊
急
政
令
）
を
制
定
で
き
る
（
第

九
十
九
条
第
一
項
）。
国
会
は
、
開
会
し
て
い
て
も
、
立
法
権
を
内
閣
に
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
内
閣
は
、
憲
法
を
停
止
す
る
政
令
を
制
定

で
き
る
。
内
閣
専
制
が
可
能
と
な
る
。
⑵
内
閣
総
理
大
臣
は
、
財
政
上
必
要
な
支
出
そ
の
他
の
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
第
九
十

九
条
第
一
項
）。
国
会
の
も
つ
財
政
処
理
権
（
第
八
十
三
条
第
一
項
）
が
内
閣
総
理
大
臣
に
奪
わ
れ
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
恣
意
的
な
財

政
処
理
が
可
能
と
な
る
。
⑶
内
閣
総
理
大
臣
は
、
地
方
自
治
体
の
長
に
対
し
て
、
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
九
十
九
条

第
一
項
）。
地
方
自
治
は
休
止
と
な
る
。
⑷
内
閣
は
、
緊
急
政
令
を
以
て
、
基
本
的
人
権
に
統
制
を
加
え
、
或
い
は
、「
戒
厳
令
」
を
発

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
九
十
九
条
第
三
項
）。

「
戒
厳
令
」
と
は
、
軍
が
立
法
権
・
行
政
権
・
司
法
権
を
手
中
に
し
て
、
国
や
地
域
を
統
治
す
る
こ
と
（
戒
厳
）
の
宣
言
で
あ
る
が
、

戒
厳
が
宣
言
さ
れ
る
と
、
軍
事
独
裁
が
実
行
さ
れ
、
国
民
主
権
と
そ
れ
に
基
づ
く
民
主
主
義
の
制
限
・
剝
奪
（
国
会
・
内
閣
・
裁
判
所

の
休
止
・
廃
止
、
選
挙
の
休
止
・
廃
止
、
政
党
・
団
体
の
活
動
停
止
・
解
散
）
が
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
基
本
的
人
権
と
地
方
自
治
の
制
限
・

剝
奪
が
行
わ
れ
る
。
軍
に
よ
る
民
衆
虐
殺
や
裁
判
な
し
の
死
刑
も
行
わ
れ
る
。

緊
急
事
態
を
設
置
し
て
、
憲
法
を
停
止
で
き
る
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

第
十
に
、
憲
法
改
正
の
発
議
を
、
衆
議
院
と
参
議
院
の
総
議
員
の
過
半
数
の
賛
成
で
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
（
第
百
条
第
一
項
）。
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改
憲
の
安
直
化
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

第
十
一
に
、
国
民
に
憲
法
尊
重
義
務
を
課
し
て
（
第
百
二
条
第
一
項
）、
国
民
を
当
該
憲
法
と
そ
れ
に
基
づ
く
憲
法
政
治
に
縛
り
つ
け

よ
う
と
し
て
い
る
。

第
十
二
に
、
天
皇
と
摂
政
（
天
皇
の
代
行
機
関
）
を
憲
法
擁
護
義
務
か
ら
解
放
し
て
い
る
（
第
百
二
条
第
二
項
）。
天
皇
神
聖
不
可
侵

を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

第
十
三
に
、
ア
メ
リ
カ
と
天
皇
を
戴
く
「
戦
争
国
家
」・「
独
裁
国
家
」
を
も
つ
日
本
国
（「『
安
保
』
の
国
」）
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る

（
前
文
・
第
九
条
・
第
九
条
の
二
・
第
十
二
条
・
第
五
十
四
条
第
一
項
・
第
六
十
四
条
の
二
・
第
九
十
三
条
第
三
項
）。

と
こ
ろ
が
、
国
会
法
は
、「
議
員
が
日
本
国
憲
法
の
改
正
案
（
以
下
「
憲
法
改
正
案
」
と
い
う
。）
の
原
案
（
以
下
、「
憲
法
改
正
原
案
」

と
い
う
。）
を
発
議
す
る
に
は
」、「
衆
議
院
に
お
い
て
は
議
員
百
人
以
上
、
参
議
院
に
お
い
て
は
議
員
五
十
人
以
上
の
賛
成
を
要
す
る
」

（
第
六
八
条
の
二
）
と
し
た
上
で
、「
前
条
の
憲
法
改
正
原
案
の
発
議
に
当
た
つ
て
は
、
内
容
に
お
い
て
関
連
す
る
事
項
ご
と
に
区
分
し

て
行
う
も
の
と
す
る
」（
第
六
八
条
の
三
）
と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、「
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
」
は
、「
投

票
は
、
国
民
投
票
に
係
る
憲
法
改
正
案
ご
と
に
、
一
人
一
票
に
限
る
」（
第
四
七
条
）
と
し
て
い
る
の
で
、
区
分
さ
れ
た
憲
法
改
正
案

が
複
数
あ
る
場
合
は
、
国
民
の
投
票
は
、
そ
の
原
案
一
つ
一
つ
に
対
し
て
、
一
つ
一
つ
順
々
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
う

な
る
と
、
一
度
で
、
日
本
国
憲
法
の
全
体
を
改
め
る
こ
と
に
な
る
多
数
の
区
分
さ
れ
た
憲
法
改
正
案
に
つ
い
て
の
投
票
を
行
う
こ
と
は
、

不
可
能
的
な
の
で
、
日
本
国
憲
法
の
全
体
を
改
め
る
た
め
に
は
、
何
度
か
の
国
民
投
票
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
安
倍
内
閣
総
理
大
臣
は
、
二
一
世
紀
の
「
日
米
安
全
保
障
条
約
」
体
制
の
全
開
の
た
め
に
、
一
度
の
国
民
投
票
で
投
票
が

可
能
と
考
え
ら
れ
る
数
の
区
分
さ
れ
た
憲
法
改
正
案
を
揃
え
て
、
歴
史
的
な
一
回
目
の
改
憲
を
実
現
し
よ
う
と
、
名
誉
欲
を
た
ぎ
ら
せ
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て
、
二
〇
一
七
年
五
月
三
日
、「
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
」
の
基
本
原
理
を
受
け
継
ぐ
「
安
倍
改
憲
」
を
提
起
し
た）（
（

。

「
安
倍
改
憲
」
の
内
容
は
、
⑴
二
〇
二
〇
年
を
新
し
い
憲
法
が
実
施
さ
れ
る
年
に
し
た
い
、
⑵
自
衛
隊
の
存
在
を
合
憲
と
す
る
た
め

に
、
第
九
条
の
第
一
項
と
第
二
項
を
そ
の
ま
ま
残
し
、
自
衛
隊
の
記
述
を
書
き
加
え
る
、
⑶
高
等
教
育
も
、
全
て
の
国
民
に
真
に
開
か

れ
た
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
安
倍
改
憲
」
の
提
起
を
受
け
て
、
自
由
民
主
党
・
憲
法
改
正
推
進
本
部
は
、
衆
議
院
法
制
局
・
参
議
院
法
制
局
・
憲
法
審
査
会
事

務
局
の
協
力
の
も
と
、
四
つ
の
改
憲
項
目
の
条
文
案
を
作
成
し
、
そ
れ
を
、
同
党
総
務
会
の
議
（
二
〇
一
八
年
三
月
二
三
日
）
を
経
て
、

二
〇
一
八
年
三
月
二
五
日
の
自
由
民
主
党
第
八
十
五
回
党
大
会
で
提
示
し
た
上
で
、
三
月
二
六
日
に
、
同
本
部
の
正
式
案
と
決
定
し
た
。

憲
法
改
正
推
進
本
部
が
決
定
し
た
四
項
目
の
改
憲
案
は
、
自
由
民
主
党
案
と
し
て
、「
条
文
イ
メ
ー
ジ
（
た
た
き
台
素
案
）」
の
名
で

発
表
さ
れ
た
。

四
項
目
の
「
安
倍
改
憲
案
」
の
内
容
は
、
⑴
「
自
衛
隊
の
明
記
」
に
関
す
る
改
憲
案
、
⑵
「
緊
急
事
態
対
応
」
に
関
す
る
改
憲
案
、

⑶
「
合
区
解
消
・
地
方
公
共
団
体
」
に
関
す
る
改
憲
案
、
⑷
「
教
育
充
実
」
に
関
す
る
改
憲
案
で
あ
り
、
何
れ
も
「
日
本
国
憲
法
改
正

草
案
」
の
基
本
原
理
を
踏
ま
え
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

四
項
目
の
改
憲
案
の
内
容
は
、「
第
三
表
」
の
通
り
で
あ
る
（「
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
」
と
「
日
本
国
憲
法
」
と
の
対
比
で
紹
介
す
る
）。

四
項
目
の
安
倍
改
憲
案
は
、
何
を
狙
っ
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

Ⅰ　
「
安
倍
改
憲
案
」
の
解
剖

四
項
目
の
「
安
倍
改
憲
案
」
を
分
析
す
れ
ば
、
各
改
憲
案
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
本
質
を
析
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
三
表　
「
条
文
イ
メ
ー
ジ
（
た
た
き
台
素
案
）」
と
「
日
本
国
憲
法
改
正
草
案
」
と
「
日
本
国
憲
法
」
の
対
照
表

（
ゴ
シ
ッ
ク
部
分
は
改
定
部
分
）

日
本
国
憲
法
改
正
草
案

条
文
イ
メ
ー
ジ
（
た
た
き
台
素
案
）

日
本
国
憲
法

【
自
衛
隊
の
明
記
】

（
平
和
主
義
）

第
九
条　

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際

平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
と
し
て
の
戦
争
を
放

棄
し
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
及
び
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争

を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
用
い
な
い
。

2　

前
項
の
規
定
は
、
自
衛
権
の
発
動
を
妨
げ
る
も
の
で

は
な
い
。

第
九
条　

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基

調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、

国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る

威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を

解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ

を
放
棄
す
る
。

②　

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空

軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な

い
。
国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。

第
九
条
の
二　

前
条
の
規
定
は
、
我
が
国
の

平
和
と
独
立
を
守
り
、
国
及
び
国
民
の
安

全
を
保
つ
た
め
に
必
要
な
自
衛
の
措
置
を

と
る
こ
と
を
妨
げ
ず
、
そ
の
た
め
の
実
力

組
織
と
し
て
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
内
閣
の
首
長
た
る
内
閣
総
理
大
臣

を
最
高
の
指
揮
監
督
者
と
す
る
自
衛
隊
を

保
持
す
る
。

②　

自
衛
隊
の
行
動
は
、
法
律
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
国
会
の
承
認
そ
の
他
の
統

制
に
服
す
る
。

第
九
条　

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基

調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、

国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る

威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を

解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ

を
放
棄
す
る
。

②　

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空

軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な

い
。
国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な

い
。

（
新
設
）

（
国
防
軍
）

第
九
条
の
二　

我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民

の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
内
閣
総
理
大
臣
を
最
高
指
揮
官

と
す
る
国
防
軍
を
保
持
す
る
。

2　

国
防
軍
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
任
務
を
遂
行
す
る

際
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
会
の
承
認
そ
の

他
の
統
制
に
服
す
る
。

3　

国
防
軍
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
任
務
を
遂
行
す
る

た
め
の
活
動
の
ほ
か
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国

際
社
会
の
平
和
と
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
国
際
的
に
協
調

し
て
行
わ
れ
る
活
動
及
び
公
の
秩
序
を
維
持
し
、
又
は
国
民

の
生
命
若
し
く
は
自
由
を
守
る
た
め
の
活
動
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
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4　

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
防
軍
の
組
織
、

統
制
及
び
機
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項
は
、
法
律
で
定
め

る
。

5　

国
防
軍
に
属
す
る
軍
人
そ
の
他
の
公
務
員
が
そ
の
職

務
の
実
施
に
伴
う
罪
又
は
国
防
軍
の
機
密
に
関
す
る
罪
を
犯

し
た
場
合
の
裁
判
を
行
う
た
め
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
国
防
軍
に
審
判
所
を
置
く
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

は
、
被
告
人
が
裁
判
所
へ
上
訴
す
る
権
利
は
、
保
障
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
領
土
等
の
保
全
等
）

第
九
条
の
三　

国
は
、
主
権
と
独
立
を
守
る
た
め
、
国
民
と

協
力
し
て
、
領
土
、
領
海
及
び
領
空
を
保
全
し
、
そ
の
資
源

を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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【
緊
急
事
態
対
応
】

（
緊
急
事
態
の
宣
言
）

第
九
十
八
条　

内
閣
総
理
大
臣
は
、
我
が
国
に
対
す
る
外
部

か
ら
の
武
力
攻
撃
、
内
乱
等
に
よ
る
社
会
秩
序
の
混
乱
、
地

震
等
に
よ
る
大
規
模
な
自
然
災
害
そ
の
他
の
法
律
で
定
め
る

緊
急
事
態
に
お
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
閣
議
に
か
け
て
、
緊

急
事
態
の
宣
言
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2　

緊
急
事
態
の
宣
言
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
事
前
又
は
事
後
に
国
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

3　

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
場
合
に
お
い
て
不
承
認

の
議
決
が
あ
っ
た
と
き
、
国
会
が
緊
急
事
態
の
宣
言
を
解
除

す
べ
き
旨
を
議
決
し
た
と
き
、
又
は
事
態
に
推
移
に
よ
り
当

該
宣
言
を
継
続
す
る
必
要
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
法
律

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
閣
議
に
か
け
て
、
当
該
宣
言
を

速
や
か
に
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
百
日
を
超

え
て
緊
急
事
態
の
宣
言
を
継
続
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
百

日
を
超
え
る
ご
と
に
、
事
前
に
国
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

4　

第
二
項
及
び
前
項
後
段
の
国
会
の
承
認
に
つ
い
て

は
、
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
項
中
「
三
十
日
以
内
」
と
あ
る
の
は
、「
五
日

以
内
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
十
三
条　

内
閣
は
、
他
の
一
般
行
政
事

務
の
外
、
左
の
事
務
を
行
ふ
。

一　

法
律
を
誠
実
に
執
行
し
、
国
務
を
総
理

す
る
こ
と
。

二　

外
交
関
係
を
処
理
す
る
こ
と
。

三　

条
約
を
締
結
す
る
こ
と
。
但
し
、
事
前

に
、
時
宜
に
よ
つ
て
は
事
後
に
、
国
会
の

承
認
を
経
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

四　

法
律
の
定
め
る
基
準
に
従
ひ
、
官
吏
に

関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
こ
と
。

五　

予
算
を
作
成
し
て
国
会
に
提
出
す
る
こ

と
。

六　

こ
の
憲
法
及
び
法
律
の
規
定
を
実
施
す

る
た
め
に
、
政
令
を
制
定
す
る
こ
と
。
但

し
、
政
令
に
は
、
特
に
そ
の
法
律
の
委
任

が
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
罰
則
を
設
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

七　

大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免

除
及
び
復
権
を
決
定
す
る
こ
と
。

第
七
十
三
条　

内
閣
は
、
他
の
一
般
行
政
事

務
の
外
、
左
の
事
務
を
行
ふ
。

一　

法
律
を
誠
実
に
執
行
し
、
国
務
を
総
理

す
る
こ
と
。

二　

外
交
関
係
を
処
理
す
る
こ
と
。

三　

条
約
を
締
結
す
る
こ
と
。
但
し
、
事
前

に
、
時
宜
に
よ
つ
て
は
事
後
に
、
国
会
の

承
認
を
経
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

四　

法
律
の
定
め
る
基
準
に
従
ひ
、
官
吏
に

関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
こ
と
。

五　

予
算
を
作
成
し
て
国
会
に
提
出
す
る
こ

と
。

六　

こ
の
憲
法
及
び
法
律
の
規
定
を
実
施
す

る
た
め
に
、
政
令
を
制
定
す
る
こ
と
。
但

し
、
政
令
に
は
、
特
に
そ
の
法
律
の
委
任

が
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
罰
則
を
設
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

七　

大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免

除
及
び
復
権
を
決
定
す
る
こ
と
。
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（
緊
急
事
態
の
宣
言
の
効
果
）

第
九
十
九
条　

緊
急
事
態
の
宣
言
が
発
せ
ら
れ
た
と
き
は
、

法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
は
法
律
と
同
一
の
効

力
を
有
す
る
政
令
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
内
閣

総
理
大
臣
は
財
政
上
必
要
な
支
出
そ
の
他
の
処
分
を
行
い
、

地
方
自
治
体
の
長
に
対
し
て
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

2　

前
項
の
政
令
の
制
定
及
び
処
分
に
つ
い
て
は
、
法
律

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
後
に
国
会
の
承
認
を
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

3　

緊
急
事
態
の
宣
言
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
何
人

も
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
宣
言
に
係
る
事

態
に
お
い
て
国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
守
る
た
め
に

行
わ
れ
る
措
置
に
関
し
て
発
せ
ら
れ
る
国
そ
の
他
公
の
機
関

の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

も
、
第
十
四
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
そ

の
他
の
基
本
的
人
権
に
関
す
る
規
定
は
、
最
大
限
に
尊
重
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4　

緊
急
事
態
の
宣
言
が
発
せ
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て

は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
宣
言
が
効
力
を

有
す
る
期
間
、
衆
議
院
は
解
散
さ
れ
な
い
も
の
と
し
、
両
議

院
の
議
員
の
任
期
及
び
そ
の
選
挙
期
日
の
特
例
を
設
け
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
七
十
三
条
の
二　

大
地
震
そ
の
他
の
異
常

か
つ
大
規
模
な
災
害
に
よ
り
、
国
会
に
よ

る
法
律
の
制
定
を
待
つ
い
と
ま
が
な
い
と

認
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
内

閣
は
、
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

国
民
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
を
保
護
す

る
た
め
、
政
令
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

②　

内
閣
は
、
前
項
の
政
令
を
制
定
し
た
と

き
は
、
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

速
や
か
に
国
会
の
承
認
を
求
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
新
設
）

第
六
十
四
条　

国
会
は
、
罷
免
の
訴
追
を
受

け
た
裁
判
官
を
裁
判
す
る
た
め
、
両
議
院

の
議
員
で
組
織
す
る
弾
劾
裁
判
所
を
設
け

る
。

②　

弾
劾
に
関
す
る
事
項
は
、
法
律
で
こ
れ

を
定
め
る
。

第
六
十
四
条
の
二　

大
地
震
そ
の
他
の
異
常

か
つ
大
規
模
な
災
害
に
よ
り
、
衆
議
院
議

員
の
総
選
挙
又
は
参
議
院
議
員
の
通
常
選

挙
の
適
正
な
実
施
が
困
難
で
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
国
会
は
、
法
律
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
各
議
院
の
出
席
議
員
の
三

分
の
二
以
上
の
多
数
で
、
そ
の
任
期
の
特

例
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
四
条　

国
会
は
、
罷
免
の
訴
追
を
受

け
た
裁
判
官
を
裁
判
す
る
た
め
、
両
議
院

の
議
員
で
組
織
す
る
弾
劾
裁
判
所
を
設
け

る
。

②　

弾
劾
に
関
す
る
事
項
は
、
法
律
で
こ
れ

を
定
め
る
。

（
新
設
）
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【
合
区
解
消
・
地
方
公
共
団
体
】

（
選
挙
に
関
す
る
事
項
）

第
四
十
七
条　

選
挙
区
、
投
票
の
方
法
そ
の
他
両
議
院
の
議

員
の
選
挙
に
関
す
る
事
項
は
、
法
律
で
定
め
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
は
、
各
選
挙
区
は
、
人
口
を
基
本
と
し
、
行
政
区

画
、
地
勢
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
四
十
七
条　

両
議
院
の
議
員
の
選
挙
に
つ

い
て
、
選
挙
区
を
設
け
る
と
き
は
、
人
口

を
基
本
と
し
、
行
政
区
画
、
地
域
的
な
一

体
性
、
地
勢
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、

選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す

べ
き
議
員
の
数
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

参
議
院
議
員
の
全
部
又
は
一
部
の
選
挙
に

つ
い
て
、
広
域
の
地
方
公
共
団
体
の
そ
れ

ぞ
れ
の
区
域
を
選
挙
区
と
す
る
場
合
に

は
、
改
選
ご
と
に
各
選
挙
区
に
お
い
て
少

な
く
と
も
一
人
を
選
挙
す
べ
き
も
の
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

②　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
選
挙

区
、
投
票
の
方
法
そ
の
他
両
議
院
の
議
員

の
選
挙
に
関
す
る
事
項
は
、
法
律
で
こ
れ

を
定
め
る
。

第
四
十
七
条　

選
挙
区
、
投
票
の
方
法
そ
の

他
両
議
院
の
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
事
項

は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

（
地
方
自
治
の
本
旨
）

第
九
十
二
条　

地
方
自
治
は
、
住
民
の
参
画
を
基
本
と
し
、

住
民
に
身
近
な
行
政
を
自
主
的
、
自
立
的
か
つ
総
合
的
に
実

施
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
う
。

2　

住
民
は
、
そ
の
属
す
る
地
方
自
治
体
の
役
務
の
提
供

を
等
し
く
受
け
る
権
利
を
有
し
、
そ
の
負
担
を
公
平
に
分
担

す
る
義
務
を
負
う
。

第
九
十
二
条　

地
方
公
共
団
体
は
、
基
礎
的

な
地
方
公
共
団
体
及
び
こ
れ
を
包
括
す
る

広
域
の
地
方
公
共
団
体
と
す
る
こ
と
を
基

本
と
し
、
そ
の
種
類
並
び
に
組
織
及
び
運

営
に
関
す
る
事
項
は
、
地
方
自
治
の
本
旨

に
基
づ
い
て
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
九
十
二
条　

地
方
公
共
団
体
の
組
織
及
び

運
営
に
関
す
る
事
項
は
、
地
方
自
治
の
本

旨
に
基
い
て
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。
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【
教
育
充
実
】

（
教
育
に
関
す
る
権
利
及
び
義
務
等
）

第
二
十
六
条　

全
て
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
等
し
く
教
育
を
受
け
る
権
利
を

有
す
る
。

2　

全
て
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ

の
保
護
す
る
子
に
普
通
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
を
負
う
。

義
務
教
育
は
、
無
償
と
す
る
。

3　

国
は
、
教
育
が
国
の
未
来
を
切
り
拓
く
上
で
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
教
育
環
境
の
整

備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条　

す
べ
て
国
民
は
、
法
律
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
能
力
に
応
じ

て
、
ひ
と
し
く
教
育
を
受
け
る
権
利
を
有

す
る
。

②　

す
べ
て
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
保
護
す
る
子
女
に
普
通

教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
を
負
ふ
。
義
務

教
育
は
、
こ
れ
を
無
償
と
す
る
。

③　

国
は
、
教
育
が
国
民
一
人
一
人
の
人
格

の
完
成
を
目
指
し
、
そ
の
幸
福
の
追
求
に

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
か

つ
、
国
の
未
来
を
切
り
拓
く
上
で
極
め
て

重
要
な
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に

鑑
み
、
各
個
人
の
経
済
的
理
由
に
か
か
わ

ら
ず
教
育
を
受
け
る
機
会
を
確
保
す
る
こ

と
を
含
め
、
教
育
環
境
の
整
備
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条　

す
べ
て
国
民
は
、
法
律
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
能
力
に
応
じ

て
、
ひ
と
し
く
教
育
を
受
け
る
権
利
を
有

す
る
。

②　

す
べ
て
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
保
護
す
る
子
女
に
普
通

教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
を
負
ふ
。
義
務

教
育
は
、
こ
れ
を
無
償
と
す
る
。

（
新
設
）
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（
公
の
財
産
の
支
出
及
び
利
用
の
制
限
）

第
八
十
九
条　

公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
第
二
十
条
第

三
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
宗
教
的
活
動
を

行
う
組
織
若
し
く
は
団
体
の
使
用
、
便
益
若
し
く
は
維
持
の

た
め
支
出
し
、
又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

2　

公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
国
若
し
く
は
地
方
自

治
体
そ
の
他
の
公
共
団
体
の
監
督
が
及
ば
な
い
慈
善
、
教
育

若
し
く
は
博
愛
の
事
業
に
対
し
て
支
出
し
、
又
は
そ
の
利
用

に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
八
十
九
条　

公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産

は
、
宗
教
上
の
組
織
若
し
く
は
団
体
の
使

用
、
便
益
若
し
く
は
維
持
の
た
め
、
又
は

公
の
監
督
が
及
ば
な
い
慈
善
、
教
育
若
し

く
は
博
愛
の
事
業
に
対
し
、
こ
れ
を
支
出

し
、
又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な

い
。

第
八
十
九
条　

公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産

は
、
宗
教
上
の
組
織
若
し
く
は
団
体
の
使

用
、
便
益
若
し
く
は
維
持
の
た
め
、
又
は

公
の
支
配
に
属
し
な
い
慈
善
、
教
育
若
し

く
は
博
愛
の
事
業
に
対
し
、
こ
れ
を
支
出

し
、
又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な

い
。
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⑴
「
自
衛
隊
の
明
記
」
に
関
す
る
改
憲
案

「
自
衛
隊
の
明
記
」
に
関
す
る
改
憲
案
は
、
日
本
国
憲
法
の
第
九
条
第
一
項
・
第
二
項
を
そ
の
ま
ま
残
し
た
上
で
、
新
た
に
「
第
九

条
の
二
」
を
付
加
し
て
い
る
。

「
第
九
条
の
二
」
は
、
第
一
項
の
「
前
条
（
第
九
条
の
第
一
項
と
第
二
項
の
こ
と

─
引
用
者
）
の
規
定
は
、
我
が
国
の
平
和
と
独
立

を
守
り
、
国
及
び
国
民
の
安
全
を
保
つ
た
め
に
必
要
な
自
衛
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
妨
げ
ず
、
そ
の
た
め
の
実
力
組
織
と
し
て
、
法
律

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
の
首
長
た
る
内
閣
総
理
大
臣
を
最
高
の
指
揮
監
督
者
と
す
る
自
衛
隊
を
保
持
す
る
」
と
い
う
規
定
と
、

第
二
項
の
「
自
衛
隊
の
行
動
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
会
の
承
認
そ
の
他
の
統
制
に
服
す
る
」
と
い
う
規
定
で
構
成
さ

れ
て
い
る
。

「
第
九
条
の
二
」
を
新
し
く
設
置
す
る
と
い
う
形
式
は
、
第
九
条
の
第
一
項
と
第
二
項
は
そ
の
ま
ま
残
す
と
い
う
安
倍
内
閣
総
理
大

臣
の
発
言
に
偽
り
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
国
民
に
示
す
た
め
の
作
為
で
あ
る
。

肝
腎
の
「
第
九
条
の
二
」
の
内
容
を
検
討
す
れ
ば
、
第
一
に
、「
第
九
条
の
二
」
の
第
一
項
は
、
第
九
条
の
第
一
項
と
第
二
項
を
転

覆
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
当
該
第
一
項
が
、「
前
条
の
規
定
は
」、
国
家
が
「
自
衛
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
妨
げ
ず

4

4

4

」、「
そ
の
た

め
の
実
力
組
織
と
し
て
」、「
自
衛
隊
を
保
持
す
る
」（
傍
点
引
用
者
）
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
規
定
が
、
な
ぜ
、「
第
九
条
」
を
転
覆
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
言
え
ば
、「
第
九
条
」
は
、「
非
戦
・
非
武
装
・
対
話
・
永

久
平
和
主
義
」
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
第
九
条
」
の
「
第
一
項
」
は
、「
日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
た
る

戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
」
と
定
め
、

第
二
項
は
、「
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
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な
い
」
と
定
め
て
い
る
。

こ
の
「
第
一
項
」
と
「
第
二
項
」
を
歪
め
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

戦
争
と
い
う
国
家
間
・
民
族
間
等
の
対
立
当
事
者
間
に
お
け
る
紛
争
解
決
の
た
め
の
相
互
戦
闘
行
為
は
、「
話
し
合
い
」（
対
話
）
で

解
決
で
き
な
い
紛
争
を
、
武
力
を
用
い
て
解
決
し
よ
う
と
始
め
ら
れ
る
闘
争
で
あ
る
か
ら
、
従
っ
て
、「
第
一
項
」
に
お
け
る
「
国
際

紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
」
の
戦
争
に
は
、
侵
害
を
排
撃
す
る
た
め
の
自
衛
戦
争
も
、
侵
害
を
実
行
す
る
た
め
の
侵
略
戦
争
も
、

侵
害
を
懲
ら
し
め
る
た
め
の
制
裁
戦
争
も
、
含
ま
れ
る
。
ま
た
、「
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
」
の
武
力
（
兵
士
と
武
器
）
に

よ
る
威
嚇
（
自
国
・
自
民
族
等
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
他
国
・
他
民
族
等
を
武
力
で
脅
す
こ
と
）
及
び
武
力
（
兵
士
と
武
器
）
の
行
使

（
自
国
・
自
民
族
等
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
他
国
・
他
民
族
等
に
武
力
を
向
か
わ
せ
る
こ
と
）
に
は
、
自
衛
目
的
で
の
武
力
に
よ
る
威

嚇
及
び
武
力
の
行
使
も
、
侵
略
目
的
で
の
武
力
に
よ
る
威
嚇
及
び
武
力
の
行
使
も
、
制
裁
目
的
で
の
武
力
に
よ
る
威
嚇
及
び
武
力
に
よ

る
行
使
も
、
含
ま
れ
る
。
そ
れ
故
、「
第
一
項
」
の
も
と
で
は
、
如
何
な
る
形
態
の
戦
争
も
、
如
何
な
る
形
態
の
武
力
に
よ
る
威
嚇
及

び
武
力
の
行
使
も
、
国
権
（
国
家
の
統
治
権
＝
主
権
）
の
発
動
行
為
と
し
て
、
永
久
に
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
非
戦
永
久
主
義
」

が
貫
か
れ
て
い
る
。

次
に
、「
第
二
項
」
の
も
と
で
は
、「
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
」、
即
ち
、
す
べ
て
の
戦
争
と
す
べ
て
の
武
力
に
よ
る
威
嚇
及
び

武
力
の
行
使
の
放
棄
を
実
現
す
る
た
め
、
⑴
陸
海
空
軍
と
い
う
戦
力
（
戦
争
に
用
い
る
こ
と
を
第
一
義
的
目
的
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
一
切

の
武
装
人
間
集
団
と
一
切
の
物
理
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
〔Ideologie　

観
念
形
態
〕
的
実
力
の
こ
と
）
と
そ
の
他
の
戦
力
を
保
持
し
な
い
、
ま
た
、

⑵
国
の
交
戦
権
は
認
め
な
い
、
と
し
て
い
る
。

「
そ
の
他
の
戦
力
」
に
は
、
軍
隊
（
外
国
で
も
・
国
内
で
も
、
人
間
を
殺
害
し
、
土
地
や
建
物
を
破
壊
す
る
武
力
組
織
）
以
外
の
、
ⓐ
軍

需
産
業
（
兵
器
を
生
産
す
る
企
業
）
と
そ
の
製
品
（
武
器
と
そ
の
他
の
兵
具
）、
ⓑ
軍
事
企
業
（
武
力
行
動
を
販
売
す
る
企
業
）
と
そ
の
保
有
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す
る
兵
士
及
び
武
器
、
ⓒ
軍
事
研
究
・
軍
事
教
育
、
ⓓ
軍
の
名
前
や
形
は
持
た
な
い
が
、
陸
海
空
軍
に
相
応
す
る
実
力
を
有
し
、
い
つ

で
も
陸
海
空
軍
に
転
化
で
き
る
武
力
組
織
（
例
え
ば
、
創
設
〔
一
九
五
四
年
七
月
一
日
〕
時
の
自
衛
隊
が
こ
れ
に
相
当
す
る
）、
ⓔ
人
間
以

外
の
軍
隊
（
動
物
や
ロ
ボ
ッ
ト
の
軍
隊
）、
ⓕ
外
国
の
軍
隊
（
例
え
ば
、
在
日
米
軍
）、
ⓖ
自
他
国
の
武
器
、
ⓗ
傭
兵
（
お
金
で
買
っ
た
兵
士
）

な
ど
が
含
ま
れ
る
。

「
交
戦
権
」
と
は
、
国
家
の
保
有
す
る
戦
争
権
の
こ
と
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
、
そ
れ
は
、
ⓐ
開
戦
権
（「
宣
戦
布
告
権
」）・
ⓑ
講

和
権
（
戦
争
を
終
結
し
、
平
和
状
態
を
回
復
す
る
権
利
）・
ⓒ
交
戦
国
（
戦
争
を
し
て
い
る
国
）
の
保
有
す
る
戦
闘
権
（
攻
撃
権
、
占
領
地
行

政
権
、
捕
虜
に
対
す
る
権
利
、
船
舶
の
臨
検
・
拿
捕
権
な
ど
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

「
第
二
項
」
に
お
い
て
は
、「
戦
力
」
の
不
保
持
に
よ
る
「
非
武
装
主
義
」
と
、「
交
戦
権
」
の
否
認
に
よ
る
「
対
話
主
義
」
が
貫
か

れ
て
い
る
。

「
第
九
条
」
の
根
本
原
理
と
は
、「
非
戦
永
久
主
義
」（
第
一
項
）
と
「
非
武
装
主
義
」
及
び
「
対
話
主
義
」（
第
二
項
）
に
基
づ
い
て

国
際
紛
争
を
平
和
的
に
解
決
す
る
道
の
実
践
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
国
民
と
国
家
と
自
治
体
は
、
⑴
如
何
な
る
戦
争
も
・
如
何
な
る

武
力
に
よ
る
威
嚇
及
び
武
力
の
行
使
も
実
行
し
な
い
（
第
一
項
）、
⑵
如
何
な
る
戦
争
の
た
め
の
如
何
な
る
実
力
（
戦
力
）
も
・
如
何
な

る
武
力
に
よ
る
威
嚇
及
び
武
力
の
行
使
の
た
め
の
如
何
な
る
実
力
（
戦
力
）
も
保
持
し
な
い
（
第
二
項
）、
⑶
如
何
な
る
戦
争
を
す
る
権

能
（
交
戦
権
）
も
・
如
何
な
る
武
力
に
よ
る
威
嚇
及
び
武
力
を
行
使
す
る
権
能
（
交
戦
権
）
も
保
有
し
な
い
（
第
二
項
）、
従
っ
て
、
個

別
的
自
衛
権
も
・
集
団
的
自
衛
権
も
・
集
団
的
安
全
保
障
措
置
権
も
、
保
有
も
行
使
も
し
な
い
、
が
根
本
原
理
と
な
る
。

「
第
九
条
」
の
道
は
、「
非
戦
・
非
武
装
・
対
話
・
永
久
平
和
主
義
」
に
基
づ
く
「
対
話
」
に
よ
る
国
際
紛
争
解
決
の
道
の
み
で
あ

る
。こ

れ
に
対
し
て
、
歴
代
の
内
閣
の
「
第
九
条
」
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
継
承
さ
れ
て
活
用
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
れ
ば
、
次
の
通
り
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で
あ
る
。

⑴
日
本
は
、
自
衛
権
を
有
し
て
い
る
の
で
、
放
棄
し
た
「
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
」
と
し
て
の
戦
争
と
は
、
侵
略
戦
争
の
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
第
九
条
第
一
項
は
、
侵
略
戦
争
の
み
を
放
棄
し
て
い
る
。
自
衛
の
た
め
の
任
務
を
有
す
る
自
衛
隊
は
、
憲
法
に
違
反
し

な
い）7
（

、
⑵
自
衛
権
が
あ
る
以
上
、
自
分
の
国
の
生
存
を
守
る
だ
け
の
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
の
武
力
行

使
で
は
な
い
の
で
、
当
然
自
衛
権
の
発
動
と
し
て
許
さ
れ
る）8
（

、
⑶
「
戦
力
」
と
は
、
自
衛
の
た
め
必
要
な
最
少
限
度
を
越
え
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
以
下
の
実
力
の
保
持
は
、
第
九
条
第
二
項
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い）9
（

、
⑷
陸
海
空
の
自
衛
隊
と
い
う
も
の
は
、
あ
く

ま
で
も
自
衛
の
た
め
に
必
要
な
最
少
限
度
の
も
の
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
範
囲
に
お
い
て
は
憲
法
に
違
反
し
な
い）10
（

、
⑸
保
持
し
な

い
戦
力
は
、
日
本
国
の
戦
力
を
示
し
、
在
日
米
軍
は
米
国
の
保
持
す
る
軍
隊
で
あ
る
か
ら
、「
第
九
条
」
の
関
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い）11
（

、

⑹
「
交
戦
権
」
と
は
、
交
戦
国
が
国
際
法
上
戦
時
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
権
利
を
総
合
し
て
い
う
も
の
（
攻
撃
権
、
占
領
地
行
政
権
、

船
舶
の
臨
検
・
拿
捕
権
等
）
で
あ
る
。
自
衛
権
に
基
づ
く
武
力
の
行
使
は
、
交
戦
権
と
は
別
の
も
の
で
、
憲
法
上
認
め
ら
れ
る）12
（

、
⑺
日

本
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
て
、
そ
れ
か
ら
生
じ
た
日
本
の
危
機
（
日
本
の
存
立
と
国
民
の
安
全
に
対

す
る
危
険
）
を
、
武
力
行
使
以
外
の
方
法
で
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
政
府
が
判
断
し
た
場
合
、
集
団
的
自
衛
権
の
必
要
最
少
限

度
の
行
使
は
許
容
さ
れ
る）13
（

、
な
ど
で
あ
る
。

「
第
九
条
」（
非
戦
・
非
武
装
・
対
話
・
永
久
平
和
主
義
）
を
拒
否
し
て
「
第
九
条
の
二
」
が
実
行
す
る
「
自
衛
の
措
置
」
と
は
、
安

倍
内
閣
総
理
大
臣
と
自
由
民
主
党
に
と
っ
て
は
、
安
倍
内
閣
が
、
自
由
民
主
党
と
公
明
党
の
協
力
を
得
て
、
二
〇
一
四
年
七
月
一
日
に

「
閣
議
決
定
」
を
行
っ
た
「
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守
る
た
め
の
切
れ
目
の
な
い
安
全
保
障
法
制
の
整
備
に
つ
い
て）14
（

」
に
お
い

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
次
の
行
為
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
、「
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、

我
が
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
、
こ
れ
に
よ
り
我
が
国
の
存
立
が
脅
か
さ
れ
、
国
民
の
生
命
、
自
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由
及
び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
明
白
な
危
険
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
排
除
し
、
我
が
国
の
存
立
を
全
う
し
、

国
民
を
守
る
た
め
に
他
に
適
当
な
手
段
が
な
い
と
き
に
、
必
要
最
少
限
度
の
実
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
従
来
の
政
府
見
解
の
基
本
的

な
論
理
に
基
づ
く
自
衛
の
た
め
の
措
置
と
し
て
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
す
る
に
至
っ
た
」。「
我
が
国
に

よ
る
『
武
力
の
行
使
』
が
国
際
法
を
遵
守
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
国
際
法
上
の
根
拠
と
憲
法
解
釈
は
区
別
し
て
理
解

す
る
必
要
が
あ
る
。
憲
法
上
許
容
さ
れ
る
上
記
の
『
武
力
の
行
使
』
は
、
国
際
法
上
は
、
集
団
的
自
衛
権
が
根
拠
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

こ
の
『
武
力
の
行
使
』
に
は
、
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
を
契
機
と
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
が
、
憲
法
上
は
、
あ
く

ま
で
も
我
が
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守
る
た
め
、
す
な
わ
ち
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
の
や
む
を
得
な
い
自
衛
の
措
置
と
し

て
初
め
て
許
容
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
、
日
本
国
に
武
力
攻
撃
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、「
自
衛
権
」（
別
称

「
個
別
的
自
衛
権
」）
を
行
使
し
て
『
武
力
の
行
使
』
を
行
う
こ
と
が
、
ま
た
、
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
、
日
本
国
と
国
民

に
危
機
が
生
じ
た
場
合
に
、「
集
団
的
自
衛
権
」
を
行
使
し
て
（
こ
の
集
団
的
自
衛
権
の
出
現
に
よ
っ
て
、
従
来
の
自
衛
権
は
、
個
別
的
自

衛
権
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）、『
武
力
の
行
使
』
を
行
う
こ
と
が
、「
自
衛
の
措
置
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
安
倍
内
閣
」
以
前
の
歴
代
の
内
閣
の
「
自
衛
権
」
の
解
釈
は
、
日
本
は
、
個
別
的
自
衛
権
と
集
団
的
自
衛
権
を
有
し
て
お
り
、
個

別
的
自
衛
権
の
必
要
最
少
限
度
の
行
使
は
可
能
で
あ
る
が
、
日
本
に
対
す
る
攻
撃
が
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
国
に
対
す
る
攻
撃

が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
攻
撃
を
加
え
た
国
に
日
本
が
攻
撃
を
行
う
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
許
さ
れ
な
い）15
（

、
で
あ
る
。

現
代
の
国
際
法
上
の
権
利
で
あ
る
「
個
別
的
自
衛
権
」
と
「
集
団
的
自
衛
権
」
は
、
国
際
連
合
憲
章
「
第
五
一
条
」
の
「
こ
の
憲
章

の
い
か
な
る
規
定
も
、
国
際
連
合
加
盟
国
に
対
し
て
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
安
全
保
障
理
事
会
が
国
際
の
平
和
及
び
安
全

の
維
持
に
必
要
な
措
置
を
と
る
ま
で
の
間
、
個
別
的
又
は
集
団
的
自
衛
の
個
有
の
権
利
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
自
衛
権
の
行

使
に
当
っ
て
加
盟
国
が
と
っ
た
措
置
は
、
直
ち
に
安
全
保
障
理
事
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
措
置
は
、
安
全
保
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障
理
事
会
が
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
又
は
回
復
の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
行
動
を
い
つ
で
も
と
る
こ
の
憲
章
に
基
づ
く
権
能
及

び
責
任
に
対
し
て
は
、
い
か
な
る
影
響
も
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
規
定
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
、
一
時
の
限
定
的
な
権
利
で

あ
る
。

「
個
別
的
自
衛
権
」
の
国
際
法
的
定
義
は
、「
外
国
か
ら
の
違
法
な
侵
害
に
対
し
、
自
国
を
防
衛
す
る
た
め
、
緊
急
の
必
要
が
あ
る

場
合
、
そ
れ
を
反
撃
す
る
た
め
に
武
力
を
行
使
し
う
る
権
利
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
緊
急
や
む
を
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
侵
害
の

程
度
と
均
衡
を
失
し
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
違
法
性
を
阻
却
さ
れ
、
国
際
法
上
合
法
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る）16
（

」
と
い
う
権
利

で
あ
る
。

「
集
団
的
自
衛
権
」
の
国
際
法
的
定
義
は
、
学
説）17
（

や
国
際
司
法
裁
判
所
の
一
九
八
六
年
六
月
二
七
日
の
所
謂
「
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
」

判
決）18
（

を
踏
ま
え
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
⑴
自
国
が
武
力
攻
撃
を
受
け
て
い
な
く
て
も
、
⑵
武
力
攻
撃
を
受
け
た
国
に
よ

る
そ
の
旨
の
表
明
と
そ
の
国
か
ら
の
援
助
の
要
請
が
あ
れ
ば
、
⑶
自
国
に
危
機
が
な
く
て
も
、
自
国
が
武
力
攻
撃
を
受
け
た
と
み
な
し

て
、
⑷
他
国
に
武
力
攻
撃
を
加
え
て
い
る
国
に
武
力
攻
撃
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
権
利
で
あ
る
。

自
国
が
武
力
攻
撃
を
受
け
て
い
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
国
を
武
力
攻
撃
す
る
の
は
侵
略
で
あ
る
か
ら
、
集
団
的
自
衛
権
の
本

質
は
、
そ
の
権
利
を
要
請
す
る
側
か
ら
見
れ
ば
、
援
助
を
求
め
る
権
利
で
あ
る
が
、
そ
の
権
利
の
要
請
を
受
け
る
側
か
ら
す
れ
ば
、
侵

略
す
る
権
利
で
あ
る
。
従
っ
て
、
集
団
的
自
衛
権
は
、
自
国
を
守
る
こ
と
・
国
民
を
守
る
こ
と
と
無
関
係
に
行
使
で
き
る
権
利
で
あ
る
。

「
第
九
条
」
が
あ
っ
て
も
、
国
家
が
個
別
的
自
衛
権
と
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
し
て
、「
自
衛
の
措
置
を
と
る
こ
と
」
を
「
妨
げ
（
な

い
）」
と
規
定
す
る
こ
と
は
、「
第
九
条
の
二
」
を
設
置
し
た
狙
い
が
、「
第
九
条
」
の
条
文
が
存
在
し
て
い
る
の
み
の
も
の
と
す
る
こ

と
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、
法
の
世
界
に
存
在
す
る
『
後
法
は
前
法
を
廃
す
る
』（
ラ
テ
ン
語　

Lex	posterior	

derogat	legi	priori

）
の
法
原
理
を
用
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、「
第
九
条
の
二
」（
後
法
）
に
「
第
九
条
」（
前
法
）
を
飲
み
込
ま
せ
よ
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う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

続
い
て
、「
第
九
条
」
が
あ
っ
て
も
、
国
家
が
「
自
衛
の
措
置
」
を
と
る
た
め
の
「
実
力
組
織
と
し
て
」
の
「
自
衛
隊
を
保
持
す
る
」

と
規
定
す
る
こ
と
は
、「
第
九
条
の
二
」
を
設
置
し
た
狙
い
が
、「
第
九
条
」
の
条
文
を
存
在
し
て
い
る
も
の
の
み
と
す
る
こ
と
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
お
り
、「
第
九
条
の
二
」（
後
法
）
に
「
第
九
条
」（
前
法
）
を
飲
み
込
ま
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

国
家
が
保
持
す
る
「
実
力
組
織
」
と
し
て
の
「
自
衛
隊
」
と
は
、「
軍
隊
」
と
し
て
の
「
自
衛
隊
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
歴
代
の
内
閣
と
自
由
民
主
党
は
、「
戦
力
」
と
は
、
自
衛
の
た
め
必
要
な
最
少
限
度
を
越
え
る
実
力
の
こ
と
で
あ
り
、

自
衛
隊
は
、
自
衛
の
た
め
必
要
な
最
少
限
度
の
実
力
で
あ
る
か
ら
憲
法
違
反
で
な
い
と
の
立
場
を
取
っ
て
き
た
。

「
第
九
条
の
二
」
は
、「
自
衛
の
た
め
必
要
な
最
少
限
度
の
実
力
組
織
」
と
し
て
の
「
自
衛
隊
」
と
い
う
表
現
で
は
な
く
、「
実
力
組

織
」
と
し
て
の
「
自
衛
隊
」
と
い
う
表
現
に
し
て
い
る
。

「
実
力
」
と
は
、
戦
力
、
武
力
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
り
、「
実
力
組
織
」
と
い
う
表
現
の
中
に
は
、
自
衛
の
た
め
必
要
な
最
少
限

度
の
実
力
と
い
う
制
約
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
自
衛
の
た
め
必
要
な
最
少
限
度
を
越
え
る
実
力
も
含
ま
れ
る
。
従
っ
て
、「
実
力
組
織
」

と
し
て
の
「
自
衛
隊
」
と
は
、「
軍
隊
」
と
し
て
の
「
自
衛
隊
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。

軍
隊
と
は
、
対
内
外
で
、
人
間
を
殺
害
し
、
土
地
や
建
物
を
破
壊
す
る
実
力
（
武
力
）
組
織
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
行
為
を
す
る
実

力
組
織
は
、
ど
ん
な
に
小
さ
く
て
も
、
国
際
社
会
で
は
、
軍
隊
の
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
る
。

自
衛
隊
を
、
軍
隊
を
意
味
す
る
自
衛
軍
や
国
防
軍
な
ど
の
名
称
に
変
え
た
ら
、
第
九
条
の
第
一
項
と
第
二
項
を
そ
の
ま
ま
残
す
と
い

う
改
憲
方
式
は
成
り
立
た
な
く
な
る
の
で
、
自
衛
隊
と
い
う
概
念
を
用
い
て
自
衛
隊
を
軍
隊
と
位
置
づ
け
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
方

式
を
採
用
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

自
衛
隊
が
軍
隊
と
な
れ
ば
、
第
九
条
の
第
二
項
の
「
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
」
の
規
定
は
、
条
文
と
し



立正法学論集第 54 巻第 （号（2020） 　　70

て
存
在
し
て
い
る
だ
け
の
も
の
と
な
る
。

な
お
、
自
由
民
主
党
・
憲
法
改
正
推
進
本
部
が
、
二
〇
一
九
年
二
月
に
作
成
し
た
「
日
本
国
憲
法
改
正
の
考
え
方
～
『
条
文
イ
メ
ー

ジ
（
た
た
き
台
素
案
）』　

Ｑ
＆
Ａ
～
」
は
、
自
衛
隊
を
憲
法
に
明
記
す
る
の
は
、「『
自
衛
隊
違
憲
論
』
を
解
消
す
る
た
め
」
で
、「
9

条
の
下
で
構
築
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
憲
法
解
釈
に
つ
い
て
も
全
く
変
え
る
こ
と
な
く
」、「
今
の
自
衛
隊
を
そ
の
ま
ま
憲
法
に
位
置

づ
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
徴
兵
制
を
導
入
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
」（
二
頁
・
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
、「
今
の
自
衛
隊
を
そ
の
ま
ま
憲
法
に
位
置
づ
け
る
」
と
い
う
こ
と
の
証
と
し
て
、「
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
と
い

う
言
葉
を
置
い
て
、「
自
衛
隊
を
保
持
す
る
」
と
明
記
し
て
い
る
。

し
か
し
、「
今
の
自
衛
隊
を
そ
の
ま
ま
憲
法
に
位
置
づ
け
る
」
と
い
う
の
は
、
自
衛
隊
を
軍
隊
と
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
正
し
い
が
、

他
の
点
で
〝
嘘
〟
を
つ
い
て
い
る
。

自
衛
隊
法
に
よ
れ
ば
、「
内
閣
総
理
大
臣
は
、
内
閣
を
代
表
し
て
自
衛
隊
の
最
高
の
指
揮
監
督
権
を
有
す
る
」（
第
七
条
）
と
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
改
憲
案
の
「
条
文
イ
メ
ー
ジ
（
た
た
き
台
素
案
）」
は
、「
内
閣
の
首
長
た
る
内
閣
総
理
大
臣
を
最
高
の
指
揮
監
督
者

と
す
る
自
衛
隊
を
保
持
す
る
」（
第
九
条
の
二
・
第
一
項
）
と
し
て
い
る
。

「
今
の
自
衛
隊
を
そ
の
ま
ま
憲
法
に
位
置
づ
け
る
」
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、「
内
閣
を
代
表
し
て
最
高
の
指
揮
監
督
権
を
有
す
る
内

閣
総
理
大
臣
を
最
高
の
指
揮
監
督
者
と
す
る
自
衛
隊
を
保
持
す
る
」
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
改
憲
案
は
、
そ
れ
を
改
め
て
、

内
閣
総
理
大
臣
が
、
単
独
で
・
直
接
に
自
衛
隊
を
「
指
揮
監
督
す
る
」
に
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
憲
法
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
自
衛
隊
は
、

内
閣
総
理
大
臣
の
一
存
で
動
く
内
閣
総
理
大
臣
専
用
の
自
衛
隊
と
な
る
。
今
の
自
衛
隊
と
は
似
つ
か
ぬ
自
衛
隊
と
な
る
。

「
第
九
条
の
二
」
は
、
自
衛
隊
を
軍
隊
と
す
る
た
め
の
装
置
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
今
の
自
衛
隊
の
実
体
を
模
写
し
た
も
の
で
あ
る
。

今
の
自
衛
隊
の
実
体
を
探
れ
ば
、
自
衛
隊
法
は
、
自
衛
隊
の
任
務
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
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第
三
条
（
自
衛
隊
の
任
務
）

第
一
項　

自
衛
隊
は
、
我
が
国
の
平
和
と
独
立
を
守
り
、
国
の
安
全
を
保
つ
た
め
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
こ
と
を
主
た
る
任
務
と
し
、

必
要
に
応
じ
、
公
共
の
秩
序
の
維
持
に
当
る
も
の
と
す
る
。

第
二
項　

自
衛
隊
は
、
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
の
主
た
る
任
務
の
遂
行
に
支
障
を
生
じ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
か
つ
、

武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
に
当
ら
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
活
動
で
あ
っ
て
、
別
に
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
自
衛
隊
が
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
も
の
を
行
う
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

第
一
号　

我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事
態
に
対
応
し
て
行
う
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す

る
活
動

第
二
号　

国
際
連
合
を
中
心
と
し
た
国
際
平
和
の
た
め
の
取
組
へ
の
寄
与
そ
の
他
の
国
際
協
力
の
推
進
を
通
じ
て
我
が
国
を
含
む

国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
資
す
る
活
動

第
三
項　

陸
上
自
衛
隊
は
主
と
し
て
陸
に
お
い
て
、
海
上
自
衛
隊
は
主
と
し
て
海
に
お
い
て
、
航
空
自
衛
隊
は
主
と
し
て
空
に
お
い

て
そ
れ
ぞ
れ
行
動
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

こ
の
自
衛
隊
の
任
務
は
、
安
倍
内
閣
が
、
自
由
民
主
党
と
公
明
党
の
協
力
を
得
て
作
成
し
、
二
〇
一
四
年
七
月
一
日
に
閣
議
決
定
と

し
た
国
家
に
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
権
を
認
め
る
文
書
「
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守
る
た
め
の
切
れ
目
の
な
い
安
全
保
障
法
制

の
整
備
に
つ
い
て
」
に
基
づ
い
て
、
安
倍
内
閣
と
自
由
民
主
党
と
公
明
党
が
、「
平
和
安
全
法
制
整
備
法）19
（

」
と
「
国
際
平
和
支
援
法
」

と
い
う
侵
略
戦
争
法
を
強
行
採
決
で
二
〇
一
五
年
九
月
一
九
日
に
制
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

自
衛
隊
が
任
務
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
軍
事
的
活
動
の
内
容
を
見
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
が
、
そ
こ
に
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は
、
自
衛
隊
が
軍
隊
で
あ
る
こ
と
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
実
証
を
行
え
ば
、
先
ず
、「
平
和
安
全
法
制
整
備
法
」（「
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
の
自
衛

隊
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」、
一
〇
本
の
法
律
を
改
定
し
た
一
括
法
）
の
一
環
で
あ
る
「
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に

お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
れ
ば
、
自
衛
隊
は
、
⑴
我
が
国
に
対
す
る

外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
事
態
又
は
我
が
国
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
が
発
生
す
る
明
白
な
危
険
が
切
迫
し
て
い
る

と
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
事
態
（
武
力
攻
撃
事
態
、
第
二
条
第
一
号
・
第
二
号
）
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
⑵
我
が
国
の
存
立
を
全
う

し
、
国
民
を
守
る
た
め
に
他
に
適
当
な
手
段
が
な
く
、
事
態
に
対
処
す
る
た
め
武
力
の
行
使
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
（
第
九
条

第
二
項
第
一
号
・
ロ
）
時
、
⑶
事
態
に
応
じ
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
武
力
を
行
使
す
る
（
第
三
条
第
三
項
）、

と
な
っ
て
い
る
。

「
武
力
攻
撃
事
態
」
に
お
け
る
場
合
の
武
力
を
行
使
で
き
る
根
拠
は
、「
個
別
的
自
衛
権
」
で
あ
る
。

「
個
別
的
自
衛
権
」
と
は
、
従
来
の
「
自
衛
権
」
の
新
た
な
呼
び
名
で
あ
る
。
国
際
連
合
憲
章
（
第
五
一
条
）
で
「
集
団
的
自
衛
権
」

が
生
ま
れ
て
か
ら
、「
自
衛
権
」
を
そ
う
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

自
衛
隊
は
、「
個
別
的
自
衛
権
」
を
行
使
し
て
自
衛
戦
争
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
武
力
組
織
で
あ
る
。

ま
た
、「
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る

法
律
」
に
よ
れ
ば
、
自
衛
隊
は
、
⑴
我
が
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
、
こ
れ
に
よ
り
我
が
国
の
存

立
が
脅
か
さ
れ
、
国
民
の
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
明
白
な
危
険
が
あ
る
事
態
（
存
立
危
機
事
態
、

第
二
条
第
四
号
）
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
、
⑵
我
が
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守
る
た
め
に
他
に
適
当
な
手
段
が
な
く
、
事
態

に
対
処
す
る
た
め
武
力
の
行
使
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
（
第
九
条
第
二
項
第
一
号
・
ロ
）
時
、
⑶
事
態
に
応
じ
合
理
的
に
必
要
と
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判
断
さ
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
武
力
を
行
使
す
る
（
第
三
条
第
四
項
）、
と
な
っ
て
い
る
。

「
存
立
危
機
事
態
」
に
お
け
る
場
合
の
武
力
の
行
使
が
で
き
る
根
拠
は
、「
集
団
的
自
衛
権
」
で
あ
る
。

自
衛
隊
は
、「
集
団
的
自
衛
権
」
を
行
使
し
て
侵
略
戦
争
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
武
力
組
織
で
あ
る
。

更
に
、「
平
和
安
全
法
制
整
備
法
」
の
一
環
で
あ
る
「
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
れ
ば
、

⑴
我
が
国
は
、
国
際
連
合
を
中
心
と
し
た
国
際
平
和
の
た
め
の
努
力
に
積
極
的
に
寄
与
す
る
た
め
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
、
国
際

連
携
平
和
安
全
活
動
、
人
道
的
な
国
際
救
援
活
動
、
国
際
的
な
選
挙
監
視
活
動
に
対
し
適
切
か
つ
迅
速
な
協
力
を
行
う
（
第
一
条
）、

⑵
国
際
平
和
協
力
業
務
（
⑴
の
活
動
の
た
め
の
業
務
の
こ
と
、
第
三
条
第
五
号
）
の
実
施
等
は
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
に

当
た
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
（
第
二
条
第
二
項
）、
⑶
派
遣
先
国
に
お
い
て
国
際
平
和
協
力
業
務
に
従
事
す
る
隊
員
は
、
自
己
又

は
自
己
と
共
に
現
場
に
所
在
す
る
他
の
隊
員
若
し
く
は
そ
の
職
務
を
行
う
に
伴
い
自
己
の
管
理
の
下
に
入
っ
た
者
の
生
命
又
は
身
体
を

防
護
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
態
に
応
じ
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ

れ
る
限
度
で
、
小
型
武
器
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
二
五
条
第
一
項
）、
と
な
っ
て
い
る
。

同
法
に
よ
れ
ば
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
と
は
、
国
際
連
合
の
総
会
又
は
安
全
保
障
理
事
会
が
行
う
決
議
に
基
づ
き
、
武
力
紛
争

の
当
事
者
（
以
下
「
紛
争
当
事
者
」
と
い
う
。）
間
の
武
力
紛
争
の
再
発
の
防
止
に
関
す
る
合
意
の
遵
守
の
確
保
、
紛
争
に
よ
る
混
乱
に

伴
う
切
迫
し
た
暴
力
の
脅
威
か
ら
の
住
民
の
保
護
、
武
力
紛
争
の
終
了
後
に
行
わ
れ
る
民
主
的
な
手
段
に
よ
る
統
治
組
織
の
設
立
及
び

再
建
の
援
助
そ
の
他
紛
争
に
対
処
し
て
国
際
の
平
和
及
び
安
全
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
国
際
連
合
の
統
括
の
下
に
行
わ
れ

る
活
動
で
あ
っ
て
、
国
際
連
合
事
務
総
長
（
以
下
「
事
務
総
長
」
と
い
う
。）
の
要
請
に
基
づ
き
参
加
す
る
二
以
上
の
国
及
び
国
際
連
合

に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
次
に
掲
げ
る
も
の
と
は
、
イ　

武
力
紛
争
の
停
止
及
び
こ
れ
を
維

持
す
る
と
の
紛
争
当
事
者
間
の
合
意
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
地
域
の
属
す
る
国
（
当
該
国
に
お
い
て
国
際
連
合
の
総
会
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又
は
安
全
保
障
理
事
会
が
行
う
決
議
に
従
っ
て
施
政
を
行
う
機
関
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
機
関
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紛
争
当
事
者
の

当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
、
い
ず
れ
の
紛
争
当
事
者
に
も
偏
る
こ
と
な
く
実
施
さ
れ
る
活
動
。
ロ　

武
力
紛
争
が
終
了
し
て
紛
争
当
事
者
が
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
地
域
に
存
在
し
な
く
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る

地
域
の
属
す
る
国
の
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
が
あ
る
場
合
に
実
施
さ
れ
る
活
動
。
ハ　

武
力
紛
争
が
い
ま
だ
発

生
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
地
域
の
属
す
る
国
の
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
が
あ
る

場
合
に
、
武
力
紛
争
の
発
生
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
を
主
要
な
目
的
と
し
て
、
特
定
の
立
場
に
偏
る
こ
と
な
く
実
施
さ
れ
る
活
動

（
第
三
条
第
一
号
）、
で
あ
る
。

国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
と
は
、
国
際
連
合
の
総
会
、
安
全
保
障
理
事
会
若
し
く
は
経
済
社
会
理
事
会
が
行
う
決
議
、
別
表
第
一
に

掲
げ
る
国
際
機
関
（
国
際
連
合
・
国
際
連
合
の
総
会
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
機
関
又
は
国
際
連
合
の
専
門
機
関
で
、
国
際
連
合
難
民
高
等
弁
務

官
事
務
所
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
・
国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
に
係
る
実
績
若
し
く
は
専
門
的
能
力
を
有
す
る
国
際
連
合
憲
章
第
五
十
二
条

に
規
定
す
る
地
域
的
機
関
〔
例
え
ば
、
ア
フ
リ
カ
連
合
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合

─
引
用
者
〕
又
は
多
国
間
の
条
約
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
機

関
で
、
欧
州
連
合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の

─
引
用
者
）
が
行
う
要
請
又
は
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
地
域
の
属
す
る
国
の
要
請
（
国

際
連
合
憲
章
第
七
条
（
に
規
定
す
る
国
際
連
合
の
主
要
機
関
〔
総
会
、
安
全
保
障
理
事
会
、
経
済
社
会
理
事
会
、
信
託
統
治
理
事
会
、
国
際
司
法

裁
判
所
、
事
務
局

─
引
用
者
〕
の
い
ず
れ
か
の
支
持
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）
に
基
づ
き
、
紛
争
当
事
者
間
の
武
力
紛
争
の
再
発
の
防

止
に
関
す
る
合
意
の
遵
守
の
確
保
、
紛
争
に
よ
る
混
乱
に
伴
う
切
迫
し
た
暴
力
の
脅
威
か
ら
の
住
民
の
保
護
、
武
力
紛
争
の
終
了
後
に

行
わ
れ
る
民
主
的
な
手
段
に
よ
る
統
治
組
織
の
設
立
及
び
再
建
の
援
助
そ
の
他
紛
争
に
対
処
し
て
国
際
の
平
和
及
び
安
全
を
維
持
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
活
動
で
あ
っ
て
、
二
以
上
の
国
の
連
携
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
も
の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
国
際

連
合
平
和
維
持
活
動
と
し
て
実
施
さ
れ
る
活
動
を
除
く
。）
を
い
う
。
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
に
お
け
る
次
に
掲
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げ
る
も
の
の
イ
・
ロ
・
ハ
と
、
同
じ
も
の
（
第
三
条
第
二
号
）、
で
あ
る
。

人
道
的
な
国
際
救
援
活
動
と
は
、
国
際
連
合
の
総
会
、
安
全
保
障
理
事
会
若
し
く
は
経
済
社
会
理
事
会
が
行
う
決
議
又
は
別
表
第
二

に
掲
げ
る
国
際
機
関
が
行
う
要
請
に
基
づ
き
、
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
を
危
う
く
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
紛
争
（
以
下
単
に
「
紛

争
」
と
い
う
。）
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
若
し
く
は
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
住
民
そ
の
他
の
者
（
以
下
「
被
災
民
」
と
い
う
。）
の
救
援
の

た
め
に
又
は
紛
争
に
よ
っ
て
生
じ
た
被
害
の
復
旧
の
た
め
に
人
道
的
精
神
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
活
動
で
あ
っ
て
、
当
該
活
動
が
行
わ

れ
る
地
域
の
属
す
る
国
の
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
地
域
の
属
す
る
国

が
紛
争
当
事
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
武
力
紛
争
の
停
止
及
び
こ
れ
を
維
持
す
る
と
の
紛
争
当
事
者
の
合
意
が
あ
る
場
合
に
、
国
際

連
合
そ
の
他
の
国
際
機
関
又
は
国
際
連
合
加
盟
国
そ
の
他
の
国
（
次
号
及
び
第
六
号
に
お
い
て
「
国
際
連
合
等
」
と
い
う
。）
に
よ
っ
て
実

施
さ
れ
る
も
の
（
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
と
し
て
実
施
さ
れ
る
活
動
及
び
国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
と
し
て
実
施
さ
れ
る
活
動
を
除
く
。）
を

い
う
（
第
三
条
第
三
号
）、
で
あ
る
。

別
表
第
二
に
掲
げ
る
国
際
機
関
と
は
、
一　

国
際
連
合
、
二　

国
際
連
合
の
総
会
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
機
関
又
は
国
際
連
合
の
専

門
機
関
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
イ　

国
際
連
合
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
。
ロ　

国
際
連
合
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
救
済
事
業
機
関
。
ハ　

国
際

連
合
児
童
基
金
。
ニ　

国
際
連
合
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
計
画
。
ホ　

国
際
連
合
開
発
計
画
。
ヘ　

国
際
連
合
人
口
基
金
。
ト　

国
際
連
合
環
境
計
画
。

チ　

国
際
連
合
人
間
居
住
計
画
。
リ　

世
界
食
糧
計
画
。
ヌ　

国
際
連
合
食
糧
農
業
機
関
。
ル　

世
界
保
健
機
関
）
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も

の
、
三　

国
際
移
住
機
関
、
で
あ
る
。

国
際
的
な
選
挙
監
視
活
動
と
は
、
国
際
連
合
の
総
会
若
し
く
は
安
全
保
障
理
事
会
が
行
う
決
議
又
は
別
表
第
三
に
掲
げ
る
国
際
機
関

（
国
際
連
合
・
国
際
連
合
の
総
会
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
機
関
又
は
国
際
連
合
の
専
門
機
関
で
、
国
際
連
合
開
発
計
画
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も

の
・
国
際
的
な
選
挙
監
視
の
活
動
に
係
る
実
績
又
は
専
門
的
能
力
を
有
す
る
国
際
連
合
憲
章
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
地
域
的
機
関
で
政
令
で
定
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め
る
も
の

─
引
用
者
）
が
行
う
要
請
に
基
づ
き
、
紛
争
に
よ
っ
て
混
乱
を
生
じ
た
地
域
に
お
い
て
民
主
的
な
手
段
に
よ
り
統
治
組
織

を
設
立
し
そ
の
他
そ
の
混
乱
を
解
消
す
る
過
程
で
行
わ
れ
る
選
挙
又
は
投
票
の
公
正
な
執
行
を
確
保
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
活
動
で
あ

っ
て
、
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
地
域
の
属
す
る
国
の
当
該
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該
活
動
が
行

わ
れ
る
地
域
の
属
す
る
国
が
紛
争
当
事
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
武
力
紛
争
の
停
止
及
び
こ
れ
を
維
持
す
る
と
の
紛
争
当
事
者
間
の

合
意
が
あ
る
場
合
に
、
国
際
連
合
等
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
も
の
（
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
と
し
て
実
施
さ
れ
る
活
動
及
び
国
際
連
携
平

和
安
全
活
動
と
し
て
実
施
さ
れ
る
活
動
を
除
く
。）
を
い
う
（
第
三
条
第
四
号
）、
で
あ
る
。

自
衛
隊
員
（
自
衛
官
）
の
武
器
の
使
用
の
例
に
つ
い
て
は
、
⑴
派
遣
先
国
に
お
い
て
国
際
平
和
協
力
業
務
に
従
事
す
る
自
衛
官
は
、

そ
の
宿
営
す
る
宿
営
地
（
宿
営
の
た
め
に
使
用
す
る
区
域
で
あ
っ
て
、
囲
障
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
他
と
区
別
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）
で
あ
っ
て
当
該
国
際
平
和
協
力
業
務
に
係
る
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
、
国
際
連
携
平
和
安
全
活
動
又
は

人
道
的
な
国
際
救
援
活
動
に
従
事
す
る
外
国
の
軍
隊
の
部
隊
の
要
員
が
共
に
宿
営
す
る
も
の
に
対
す
る
攻
撃
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該

宿
営
地
に
所
在
す
る
者
の
生
命
又
は
身
体
を
防
護
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
当
該
要
員
と
共
同
し
て
、
武
器
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
（
第
二
五
条
第
七
項
、
宿
営
地
共
同
防
護
業
務
に
お
け
る
武
器
の
使
用
）、
⑵
派
遣
先
国
に
お
い
て
国
際
平
和
協
力
業
務
に
従
事
す
る
自

衛
官
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
に
際
し
、
自
己
若
し
く
は
他
人
の
生
命
、
身
体
若
し
く
は
財
産
を
防
護
し
、
又
は
そ
の
業
務
を
妨
害
す
る

行
為
を
排
除
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
態
に
応
じ
合
理
的
に
必
要
と

判
断
さ
れ
る
限
度
で
、
武
器
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
二
六
条
第
一
項
、
安
全
確
保
業
務
に
お
け
る
武
器
の
使
用
）、
⑶
派
遣
先
国

に
お
い
て
国
際
平
和
協
力
業
務
に
従
事
す
る
自
衛
官
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
に
際
し
、
自
己
又
は
そ
の
保
護
し
よ
う
と
す
る
活
動
関
係

者
の
生
命
又
は
身
体
を
防
護
す
る
た
め
や
む
を
得
な
い
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
態
に
応
じ
合

理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
限
度
で
、
武
器
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
二
六
条
第
二
項
、
駆
け
付
け
警
護
に
お
け
る
武
器
の
使
用
）、
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と
な
っ
て
い
る
。

次
い
で
、「
国
際
平
和
支
援
法
」（「
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
に
際
し
て
我
が
国
が
実
施
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
す
る
協
力
支
援
活
動

等
に
関
す
る
法
律
」）
に
よ
れ
ば
、
国
際
平
和
共
同
対
処
事
態

─
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
を
脅
か
す
事
態
で
あ
っ
て
、
そ
の
脅

威
を
除
去
す
る
た
め
に
国
際
社
会
が
国
際
連
合
憲
章
の
目
的
に
従
い
共
同
し
て
対
処
す
る
活
動
を
行
い
、
か
つ
、
我
が
国
が
国
際
社
会

の
一
員
と
し
て
こ
れ
に
主
体
的
か
つ
積
極
的
に
寄
与
す
る
必
要
が
あ
る
も
の

─
が
生
じ
た
ら
、
政
府
は
、
国
際
社
会
の
平
和
及
び

安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
に
、
当
該
活
動
を
行
う
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
す
る
協
力
支
援
活
動
等
を
行
う
（
第
一
条
）。
協
力
支
援

活
動
及
び
捜
索
援
助
活
動
は
、
現
に
戦
闘
行
為
（
国
際
的
な
武
力
紛
争
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
人
を
殺
傷
し
又
は
物
を
破
壊
す
る
行
為
を

い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
行
わ
れ
て
い
る
現
場
で
は
、
実
施
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る

捜
索
救
助
活
動
（
既
に
遭
難
者
が
発
見
さ
れ
、
自
衛
隊
の
部
隊
等
が
そ
の
救
助
を
開
始
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
部
隊
等
の
安
全
が
確
保
さ
れ

る
限
り
、
当
該
遭
難
者
に
係
る
捜
索
救
助
活
動
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る

─
引
用
者
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
（
第
二
条

第
三
項
）、
と
な
っ
て
い
る
。

協
力
支
援
活
動
（
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
す
る
物
品
及
び
役
務
の
提
供
で
あ
っ
て
、
我
が
国
が
実
施
す
る
も
の
を
い
う
、
同
法
第
三
条
第
一

項
第
二
号
）
と
し
て
行
う
自
衛
隊
に
属
す
る
物
品
の
提
供
及
び
自
衛
隊
に
よ
る
役
務
の
提
供
は
、「
別
表
第
一
」
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
（
同
法
第
三
条
第
二
項
）。
ま
た
、
捜
索
救
助
活
動
（
諸
外
国
の
軍
隊
等
の
活
動
に
際
し
て
行
わ
れ
た
戦
闘
行
為
に
よ
っ
て
遭
難
し
た
戦
闘

参
加
者
に
つ
い
て
、
そ
の
捜
索
又
は
救
助
を
行
う
活
動
〔
救
助
し
た
者
の
輸
送
を
含
む
。〕
で
あ
っ
て
、
我
が
国
が
実
施
す
る
も
の
を
い
う
、
同

法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
）
は
、
自
衛
隊
の
部
隊
等
が
行
う
が
、
捜
索
救
助
活
動
を
行
う
自
衛
隊
の
部
隊
等
に
お
い
て
、
そ
の
実
施
に

伴
い
、
当
該
活
動
に
相
当
す
る
活
動
を
行
う
諸
外
国
の
軍
隊
等
の
部
隊
に
対
し
て
協
力
支
援
活
動
と
し
て
行
う
自
衛
隊
に
属
す
る
物
品

の
提
供
及
び
自
衛
隊
に
よ
る
役
務
の
提
供
は
、「
別
表
第
二
」
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
（
同
法
第
三
条
第
三
項
）。
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別表第一　協力支援活動として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊に
よる役務の提供の一覧表

種
類

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

補
給

給
水
、
給
油
、
食
事
の
提
供
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
及
び
役
務
の
提
供

輸
送

人
員
及
び
物
品
の
輸
送
、
輸
送
用
資
材
の
提
供
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
及
び
役
務
の
提
供

修
理
及
び
整

備

修
理
及
び
整
備
、
修
理
及
び
整
備
用
機
器
並
び
に
部
品
及
び
構
成
品
の
提
供
並
び
に
こ
れ
ら
に
類

す
る
物
品
及
び
役
務
の
提
供

医
療

傷
病
者
に
対
す
る
医
療
、
衛
生
機
具
の
提
供
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
及
び
役
務
の
提
供

通
信

通
信
設
備
の
利
用
、
通
信
機
器
の
提
供
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
及
び
役
務
の
提
供

空
港
及
び
港

湾
業
務

航
空
機
の
離
発
着
及
び
船
舶
の
出
入
港
に
対
す
る
支
援
、
積
卸
作
業
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
物

品
及
び
役
務
の
提
供

基
地
業
務

廃
棄
物
の
収
集
及
び
処
理
、
給
電
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
及
び
役
務
の
提
供

宿
泊

宿
泊
設
備
の
利
用
、
寝
具
の
提
供
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
及
び
役
務
の
提
供

保
管

倉
庫
に
お
け
る
一
時
保
管
、
保
管
容
器
の
提
供
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
及
び
役
務
の
提
供

施
設
の
利
用

土
地
又
は
建
物
の
一
時
的
な
利
用
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
及
び
役
務
の
提
供

訓
練
業
務

訓
練
に
必
要
な
指
導
員
の
派
遣
、
訓
練
用
器
材
の
提
供
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
及
び
役
務

の
提
供

建
設

建
築
物
の
建
設
、
建
設
機
械
及
び
建
設
資
材
の
提
供
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
及
び
役
務
の

提
供

備
考　

物
品
の
提
供
に
は
、
武
器
の
提
供
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
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自
衛
隊
に
属
す
る
物
品
の
提
供
及
び
自
衛
隊

に
よ
る
役
務
の
提
供
に
つ
い
て
、「
武
器
」
の

提
供
は
で
き
な
い
が
、
提
供
で
き
る
弾
薬
は
、

拳
銃
、
小
銃
、
機
関
銃
な
ど
、
他
国
部
隊
の
要

員
の
生
命
、
身
体
の
保
護
の
た
め
に
使
用
さ
れ

る
武
器
に
適
合
す
る
弾
薬）20
（

、
ロ
ケ
ッ
ト
弾
、
戦

車
砲
弾
、
り
ゅ
う
弾
砲
弾
、
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
、

劣
化
ウ
ラ
ン
弾
も
、
法
律
上
は
提
供
で
き
る）21
（

。

輸
送
で
き
る
武
器
・
弾
薬
は
、
核
兵
器
、
毒
ガ

ス
な
ど
の
化
学
兵
器
を
含
む
、
こ
の
世
に
あ
る

全
て
の
兵
器
・
弾
薬
で
あ
る）22
（

。
戦
闘
作
戦
行
動

の
た
め
に
発
進
準
備
中
の
航
空
機
に
対
す
る
給

油
及
び
整
備
支
援
も
可
能
と
な
る）23
（

。

「
国
際
平
和
協
力
業
務
」
と
そ
の
場
合
に
お

け
る
武
力
の
行
使
が
で
き
る
根
拠
は
、
国
際
連

合
憲
章
に
基
づ
く
集
団
的
安
全
保
障
措
置
権
で

あ
る
。

「
集
団
的
安
全
保
障
措
置
権
」
と
は
、
国
際

別表第二　捜索救助活動を行う自衛隊が協力支援活動として行う
自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供の
一覧表

種
類

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

補
給

給
水
、
給
油
、
食
事
の
提
供
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
物

品
及
び
役
務
の
提
供

輸
送

人
員
及
び
物
品
の
輸
送
、
輸
送
用
資
材
の
提
供
並
び
に
こ

れ
ら
に
類
す
る
物
品
及
び
役
務
の
提
供

修
理
及
び

整
備

修
理
及
び
整
備
、
修
理
及
び
整
備
用
機
器
並
び
に
部
品
及

び
構
成
品
の
提
供
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品
及
び
役

務
の
提
供

医
療

傷
病
者
に
対
す
る
医
療
、
衛
生
機
具
の
提
供
並
び
に
こ
れ

ら
に
類
す
る
物
品
及
び
役
務
の
提
供

通
信

通
信
設
備
の
利
用
、
通
信
機
器
の
提
供
並
び
に
こ
れ
ら
に

類
す
る
物
品
及
び
役
務
の
提
供

宿
泊

宿
泊
設
備
の
利
用
、
寝
具
の
提
供
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す

る
物
品
及
び
役
務
の
提
供

消
毒

消
毒
、
消
毒
機
具
の
提
供
並
び
に
こ
れ
ら
に
類
す
る
物
品

及
び
役
務
の
提
供

備
考　

物
品
の
提
供
に
は
、
武
器
の
提
供
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
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連
合
・
安
全
保
障
理
事
会
の
決
議
に
基
づ
い
て
、
各
加
盟
国
が
、
集
団
で
、
国
際
の
平
和
と
安
全
を
維
持
又
は
回
復
す
る
た
め
の
軍
事

的
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
国
際
連
合
憲
章
第
四
二
条
）。

自
衛
隊
は
、
集
団
的
安
全
保
障
措
置
権
を
行
使
し
て
制
裁
戦
争
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
武
力
組
織
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
日
本
国
憲
法
を
蹂
躙
し
て
、
国
家
は
、
法
律
を
以
て
、
新
た
に
「
集
団
的
自
衛
権
」
の
行
使
権
を
掌
握
し
、
ま
た
、
自

衛
隊
は
、
法
律
を
以
て
、
ⓐ
個
別
的
自
衛
権
を
行
使
し
て
、
他
国
か
ら
の
侵
害
を
排
撃
す
る
自
衛
戦
争
が
で
き
る
存
在
、
ⓑ
集
団
的
自

衛
権
を
行
使
し
て
、
自
国
が
攻
撃
を
受
け
て
い
な
い
の
に
、
他
国
を
攻
撃
し
て
い
る
国
を
自
国
を
守
る
と
い
う
名
目
で
攻
撃
す
る
（
侵

略
す
る
）
侵
略
戦
争
が
で
き
る
存
在
、
ⓒ
集
団
的
安
全
保
障
措
置
権
を
行
使
し
て
、
国
際
の
平
和
と
安
全
を
脅
か
す
国
や
集
団
に
制
裁

を
加
え
て
、
国
際
の
平
和
と
安
全
を
維
持
し
又
は
回
復
す
る
制
裁
戦
争
が
で
き
る
存
在
、
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
自
衛
隊
の
名
の

ま
ま
で
、
自
衛
隊
が
「
軍
隊
」
と
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
第
九
条
の
二
」
に
設
置
さ
れ
て
い
る
自
衛
隊
と
は
、
右
の
軍
事
活
動
を
す
る
軍
隊
と
し
て
の
自
衛
隊
の
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、「
第
九
条
の
二
」
の
「
第
二
項
」
は
、
軍
隊
と
な
っ
た
自
衛
隊
が
、
在
日
米
軍
司
令
部
の
統
制
を
受
け
る
存
在
で
あ
る
こ

と
を
明
記
し
て
い
る
。

そ
の
「
第
二
項
」
は
、「
自
衛
隊
の
行
動
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
会
の
承
認
そ
の
他
の
統
制
に
服
す
る
」
と
定
め

て
い
る
。

前
述
の
「『
条
文
イ
メ
ー
ジ
（
た
た
き
台
素
案
）』　
Ｑ
＆
Ａ
」
は
、
そ
の
「
第
二
項
」
の
規
定
は
、「
シ
ビ
リ
ア
ン
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

（
文
民
統
制
）」
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、「
自
衛
隊
の
活
動
が
国
会
の
承
認
そ
の
他
の
統
制
に
服
す
る
こ
と
と
す
る
『
国
会
に
よ
る

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
』
の
規
定
」
で
あ
る
（
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「『
条
文
イ
メ
ー
ジ
（
た
た
き
台
素
案
）』　

Ｑ
＆
Ａ
」
が
、
自
衛
隊
の
服
す
る
「
そ
の
他
の
統
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制
」
が
無
い
も
の
の
よ
う
に
し
て
、「『
国
会
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
』
の
規
定
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
国
会
の
承
認
」
と
「
そ
の
他
の
統
制
」
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
そ
の
他
の
統
制
」
と
は
何
か
が
問
題
と
な
る
。「『
条
文

イ
メ
ー
ジ
（
た
た
き
台
素
案
）』　
Ｑ
＆
Ａ
」
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
重
大
な
問
題
な
の
に
、
黙
っ
て
い
る
。

「
そ
の
他
の
統
制
」
と
は
、
国
会
以
外
の
他
の
機
関
に
よ
る
自
衛
隊
の
統
制
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
の
も
と
で
は
、
自

衛
隊
の
統
制
が
で
き
る
の
は
、
主
権
者
国
民
の
代
表
機
関
で
あ
る
「
国
権
の
（
国
家
の
主
権
を
行
使
す
る
）
最
高
機
関
」
と
し
て
の
「
国

会
」（
第
四
一
条
）
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
、
国
会
以
外
の
他
の
機
関
の
統
制
を
示
唆
す
る
「
そ
の
他
の
統
制
」
を
入
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
二
一
世
紀
の
「
日
米
安
全
保
障
条
約
」
体
制
の
存
在
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
日
米
安
全
保
障
条
約
」
体
制

の
も
と
で
は
、
自
衛
隊
は
、
常
に
、
在
日
米
軍
の
統
制
下
に
あ
る）24
（

。

自
衛
隊
の
「
自
衛
の
措
置
」
と
し
て
実
行
さ
れ
る
軍
事
活
動
は
、
当
然
、
在
日
米
軍
の
統
制
を
受
け
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
、「
そ

の
他
の
統
制
に
服
す
る
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
国
会
の
承
認
が
な
く
て
も
、
在
日
米
軍
（
司
令
部
）
の
命
令
に
よ
っ
て
、

自
衛
隊
の
軍
事
活
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
自
衛
隊
は
、
正
式
の
ア
メ
リ
カ
御
用
軍
と
な
る
。

「『
条
文
イ
メ
ー
ジ
（
た
た
き
台
素
案
）』　
Ｑ
＆
Ａ
」
は
、
そ
の
こ
と
を
隠
す
た
め
に
、
第
九
条
の
二
・
第
二
項
は
、「
国
会
に
よ
る

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
規
定
」
と
偽
っ
た
の
で
あ
る
。

「
第
九
条
の
二
」
の
よ
う
な
方
式
で
自
衛
隊
を
憲
法
に
明
記
す
る
と
、
自
衛
隊
は
、
自
衛
戦
争
も
・
侵
略
戦
争
も
・
制
裁
戦
争
も
実

行
す
る
ア
メ
リ
カ
御
用
軍
の
大
看
板
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
日
本
国
憲
法
改
正
案
」
は
、
そ
れ
を
行
う
た
め
に
起
草
さ
れ
た
も
の
で
、「
安
倍
改
憲
」
は
、
そ
れ
を
先
取
り
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
自
衛
隊
の
明
記
」
に
関
す
る
「
安
倍
改
憲
案
」
は
、
自
衛
隊
を
二
一
世
紀
の
「
日
米
安
全
保
障
条
約
」
体
制
を
実
行
す
る
対
米
従
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属
軍
に
昇
格
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

自
衛
戦
争
や
侵
略
戦
争
や
制
裁
戦
争
を
実
行
で
き
る
及
び
自
衛
目
的
・
侵
略
目
的
・
制
裁
目
的
の
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行

使
を
実
行
で
き
る
軍
的
自
衛
隊
が
憲
法
に
明
記
さ
れ
れ
ば
、「
第
九
条
」
の
「
第
二
項
」
の
「
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を

保
持
し
な
い
。
国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
」
は
、
転
覆
す
る
。
そ
う
な
れ
ば
、「
第
一
項
」
の
「
日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩

序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を

解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
」
も
、
転
覆
す
る
。
結
局
、「
第
九
条
」
は
、「
戦
争
の
放
棄
」
の
放
棄
と
な
り
、

「
戦
争
の
保
障
」
に
代
る
こ
と
に
な
る
。

軍
的
自
衛
隊
が
憲
法
に
明
記
さ
れ
る
と
、
次
の
こ
と
が
起
り
う
る
。

先
ず
、
軍
的
自
衛
隊
は
、
合
憲
的
存
在
と
な
り
、
国
家
と
社
会
で
の
正
当
性
を
獲
得
す
る
。
軍
的
自
衛
隊
と
軍
的
自
衛
隊
の
活
動
に

反
対
す
る
個
人
と
団
体
と
政
党
は
、
異
端
（
反
正
統
）
と
な
っ
て
、
国
家
と
社
会
か
ら
パ
ー
ジ
（purge　

粛
清
）
を
受
け
る
状
況
と
な

る
。次

い
で
、
軍
的
自
衛
隊
に
よ
る
戦
争
や
武
力
に
よ
る
威
嚇
及
び
武
力
の
行
使
は
、
合
憲
的
存
在
と
な
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
軍
事
活
動

を
実
行
す
る
た
め
に
必
要
と
い
う
理
由
で
、
例
え
ば
、
軍
的
自
衛
隊
員
の
犯
罪
を
取
り
締
っ
た
り
、
軍
的
自
衛
隊
に
危
害
を
加
え
る
人

を
取
り
締
っ
た
り
す
る
憲
兵
（
軍
事
警
察
）
の
設
置
、
軍
的
自
衛
隊
に
関
係
す
る
事
件
を
取
り
扱
う
非
公
開
の
軍
事
法
廷
及
び
そ
れ
に

伴
う
軍
事
監
獄
の
設
置
、
軍
的
自
衛
隊
を
保
護
す
る
た
め
の
軍
機
保
護
法
の
制
定
が
、
可
能
と
な
る
。

或
い
は
、
国
家
に
よ
る
徴
兵
（
兵
役
強
制
）・
徴
用
（
労
働
強
制
、
例
え
ば
、
医
師
・
看
護
師
の
戦
地
へ
の
動
員
）・
徴
発
（
物
品
取
り
立

て
強
制
）
が
可
能
と
な
る
。

更
に
、
戦
費
税
・
戦
争
国
債
・
戦
争
預
貯
金
・
戦
争
募
金
も
可
能
と
な
る
。
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加
え
て
、
学
校
で
の
軍
事
教
育
と
軍
事
教
練
、
社
会
で
の
軍
事
訓
練
、
大
学
・
研
究
所
で
の
軍
事
研
究
が
可
能
と
な
る
。

そ
の
上
、
限
り
な
き
「
軍
拡
」（
軍
事
費
と
武
器
保
有
の
拡
大
）
が
可
能
と
な
る
。
戦
死
者
を
祀
る
た
め
の
「
靖
国
神
社
国
営
化
」
も

可
能
と
な
る
。

軍
的
自
衛
隊
が
憲
法
に
明
記
さ
れ
る
こ
と
の
到
達
点
は
、
戦
争
と
軍
隊
に
よ
っ
て
制
限
・
剝
奪
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
国
民
主
権
と
そ

れ
に
基
づ
く
民
主
主
義
、
基
本
的
人
権
、
地
方
自
治
、
議
会
政
治
、
司
法
権
が
、
戦
争
と
軍
隊
に
よ
っ
て
制
限
・
剝
奪
さ
れ
る
そ
れ
ら

に
転
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

註（
1
）　

二
〇
〇
六
年
六
月
三
〇
日
付
「
朝
日
新
聞
（
朝
刊
）」
に
全
文
掲
載
。

（
2
）　
「
地
球
的
規
模
で
の
協
力
の
た
め
の
日
米
同
盟
」
を
実
行
す
る
た
め
に
二
〇
一
五
年
四
月
二
七
日
に
作
成
さ
れ
た
「
日
米
防
衛
協
力
の
た
め
の
指
針

（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」
は
、
次
の
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
（
そ
の
全
文
を
掲
載
し
た
二
〇
一
五
年
四
月
二
八
日
付
「
朝
日
新
聞
（
朝
刊
）」、
防
衛
省
編

「
平
成
28
年
版　

日
本
の
防
衛

─
防
衛
白
書

─
」・
日
経
印
刷
株
式
会
社
・
二
〇
一
六
年
・
四
二
〇

－

四
二
六
頁
を
利
用
）。

⑴　

平
時
か
ら
緊
急
事
態
ま
で
の
い
か
な
る
状
況
に
も
対
処
し
う
る
防
衛
協
力
体
制
を
構
築
す
る
。
ま
た
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
及
び
こ
れ
を
超
え
た
地

域
が
安
定
し
、
平
和
で
繁
栄
し
た
も
の
と
な
る
た
め
の
防
衛
協
力
体
制
を
構
築
す
る
（
Ⅰ　

防
衛
協
力
と
指
針
の
目
的
）。

⑵　

平
時
か
ら
緊
急
事
態
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
お
け
る
軍
事
協
力
体
制
を
統
制
す
る
ア
メ
リ
カ
主
導
の
「
同
盟
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
」（「
第
一
図
」
参

照
）
を
設
置
す
る
（
Ⅲ　

強
化
さ
れ
た
同
盟
内
の
調
整
）。

⑶　

日
本
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
、
自
衛
隊
は
、
日
本
及
び
そ
の
周
辺
海
空
域
並
び
に
海
空
域
の
接
近
経
路
に
お
け
る
防
勢
作
戦
を
主
体

的
に
実
施
す
る
。
米
国
は
、
日
本
と
緊
密
に
調
整
し
、
適
切
な
支
援
を
行
う
。
米
軍
は
、
日
本
を
防
衛
す
る
た
め
、
自
衛
隊
を
支
援
し
及
び
補
完
す
る

（
Ⅳ　

日
本
の
平
和
及
び
安
全
の
切
れ
目
の
な
い
確
保
、
Ｃ　

日
本
に
対
す
る
武
力
攻
撃
へ
の
対
処
行
動
）。

⑷　

米
国
又
は
第
三
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
に
対
処
す
る
た
め
、
日
米
両
国
は
、
当
該
武
力
攻
撃
へ
の
対
処
行
動
を
と
っ
て
い
る
他
国
と
適
切
に
協
力
す

る
（
Ⅳ　

日
本
の
平
和
及
び
安
全
の
切
れ
目
の
な
い
確
保
、
Ｄ　

日
本
以
外
の
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
へ
の
対
処
行
動
）。

⑸　

自
衛
隊
は
、
日
本
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
、
こ
れ
に
よ
り
日
本
の
存
立
が
脅
か
さ
れ
、
国
民
の
生
命
、
自
由
及
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第
一
図
　
2015年

11月
3日
設
置
の
同
盟
調
整
メ
カ
ニ
ズ
ム
（
AC
M
）
の
構
成

（
出
所
）　
防
衛
省
編
『
平
成
28年

版
　
日
本
の
防
衛
―
防
衛
白
書
―
』・
日
経
印
刷
株
式
会
社
・
2016年

・
246-247頁

。

閣
僚

レ
ベ

ル
を

含
む

二
国

間
の

上
位

レ
ベ

ル

必
要

に
応

じ
て

日
米

合
同

委
員

会
（

JC
）

Joint C
om

m
ittee

相互調整・情報交換など

同
盟

調
整

グ
ル

ー
プ

（
AC

G
）

Alliance C
oordination G

roup
日

本
側

外
務

省
北

米
局

長
（

代
表

）

米
　

側
在

日
米

軍
副

司
令

官
（

代
表

）
局

長
級

課
長

級

担
当

級

日
本

側
内

閣
官

房
（

国
家

安
全

保
障

局
を

含
む

。）、
外

務
省

、
防

衛
省

・
自

衛
隊

、
関

係
省

庁
（

注
）の

代
表

（
注

）
必

要
に

応
じ

て
参

加

米
　

側
国

家
安

全
保

障
会

議
（

注
）、

国
務

省
（

注
）、

在
日

米
大

使
館

、
国

防
省

国
防

長
官

府
（

注
）、

統
合

参
謀

本
部

（
注

）、
太

平
洋

軍
司

令
部

（
注

）、
在

日
米

軍
司

令
部

、
関

係
省

庁
（

注
）の

代
表

（
注

）：
必

要
に

応
じ

て
参

加
日

米
地

位
協

定
の

実
施

に
関

し
て

相
互

間
の

協
議

を
必

要
と

す
る

全
て

の
事

項
に

関
す

る
政

策
面

の
調

整
〇

自
衛

隊
及

び
米

軍
の

活
動

に
関

し
て

調
整

を
必

要
と

す
る

全
て

の
事

項
に

関
す

る
政

策
面

の
調

整
〇

切
れ

目
の

な
い

対
応

を
確

保
す

る
た

め
、

A
CGは

、
JCと

緊
密

に
調

整
相

互
調

整
・

情
報

交
換

な
ど

共
同

運
用

調
整

所
（

BO
C

C
）

Bilateral O
perations C

oordination C
enter

日
本

側
統

合
幕

僚
監

部
、

陸
上

・
海

上
・

航
空

幕
僚

監
部

の
代

表
米

　
側

太
平

洋
軍

司
令

部
、

在
日

米
軍

司
令

部
の

代
表

自
衛

隊
及

び
米

軍
の

活
動

に
関

す
る

運
用

面
の

調
整

を
実

施
す

る
第

一
義

的
な

組
織

相
互

調
整

・
情

報
交

換
な

ど
各

自
衛

隊
及

び
米

軍
各

軍
間

の
調

整
所

（
C

C
C

s）
C

om
ponent C

oordination C
enters

日
本

側
陸

上
・

海
上

・
航

空
各

自
衛

隊
の

代
表

米
　

側
各

軍
の

構
成

組
織

の
代

表
〇

各
自

衛
隊

及
び

米
軍

各
軍

レ
ベ

ル
の

二
国

間
調

整
を

促
進

〇
適

切
な

場
合

、
日

米
各

々
又

は
双

方
が

統
合

任
務

部
隊

を
設

置
し

、
さ

ら
に

CCCsを
設

置
す

る
場

合
が

あ
る

。
A

CM
：

A
lliance Coordination M

echanism
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び
幸
福
追
求
の
権
利
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
る
明
白
な
危
険
が
あ
る
事
態
に
対
処
し
、
日
本
の
存
立
を
全
う
し
、
日
本
国
民
を
守
る
た
め
、
武
力
の
行
使

を
伴
う
適
切
な
作
戦
を
実
施
す
る
。
自
衛
隊
及
び
米
軍
は
、
各
々
の
能
力
及
び
利
用
可
能
性
に
基
づ
き
、
柔
軟
か
つ
適
時
に
後
方
支
援
を
相
互
に
行
う

（
Ⅳ　

日
本
の
平
和
及
び
安
全
の
切
れ
目
の
な
い
確
保
、
Ｄ　

日
本
以
外
の
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
へ
の
対
処
行
動
）。

⑹　

日
米
両
政
府
の
各
々
が
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
及
び
こ
れ
を
越
え
た
地
域
の
平
和
及
び
安
全
の
た
め
の
国
際
的
な
活
動
に
参
加
す
る
。
そ
の
場
合
、

相
互
に
及
び
パ
ー
ト
ナ
ー
と
緊
密
に
協
力
す
る
（
Ⅴ　

地
域
の
及
び
グ
ロ
ー
バ
ル
な
平
和
と
安
全
の
た
め
の
協
力
）。

⑺　

日
米
両
政
府
は
、宇
宙
空
間
及
び
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
安
全
及
び
安
定
の
た
め
に
協
力
す
る
（
Ⅵ　

宇
宙
及
び
サ
イ
バ
ー
空
間
に
関
す
る
協
力
）。

⑻　

日
米
両
政
府
は
、
安
全
保
障
及
び
防
衛
協
力
の
基
盤
の
強
化
に
取
り
組
む
。
装
備
品
の
共
同
研
究
・
開
発
・
生
産
を
行
う
。
情
報
協
力
・
情
報
共
有

を
強
化
す
る
。
研
究
・
教
育
機
関
間
の
交
流
を
強
化
す
る
（
Ⅶ　

日
米
共
同
の
取
組
）。

（
3
）　

帝
国
主
義
（im

perialism
）
と
は
、
一
般
的
に
は
、
他
国
と
他
国
民
族
と
他
国
人
民
を
、
侵
略
し
た
り
抑
圧
し
た
り
併
合
し
た
り
し
て
、
経
済
的

政
治
的
法
的
文
化
的
に
支
配
・
搾
取
・
差
別
す
る
思
考
と
行
動
を
示
す
概
念
で
あ
る
が
、
現
代
の
帝
国
主
義
と
は
、
資
本
主
義
を
基
礎
と
し
、
そ
れ
の
発

展
の
中
か
ら
誕
生
し
た
帝
国
主
義
、
つ
ま
り
、「
資
本
主
義
的
帝
国
主
義
」（
レ
ー
ニ
ン
『
資
本
主
義
の
最
高
の
段
階
と
し
て
の
帝
国
主
義
』・
レ
ー
ニ
ン

全
集
第
二
十
二
巻
・
大
月
書
店
・
三
〇
六
頁
）
の
こ
と
で
あ
る
。

資
本
主
義
的
帝
国
主
義
と
し
て
の
帝
国
主
義
と
は
、
一
つ
の
国
に
お
い
て
、
歴
史
的
に
高
度
に
発
達
し
て
、「
独
占
資
本
」
を
持
つ
に
至
っ
た
資
本
主

義
が
、
①
自
国
の
国
家
と
②
自
己
の
輸
出
商
品
・
輸
出
資
本
を
用
い
て
、
他
国
・
他
国
民
族
・
他
国
人
民
を
、
侵
略
し
た
り
抑
圧
し
た
り
併
合
し
た
り
し

て
、
経
済
的
政
治
的
法
的
文
化
的
に
支
配
・
搾
取
・
差
別
す
る
立
場
の
こ
と
を
言
う
。

「
独
占
資
本
」
と
は
、
銀
行
資
本
と
結
合
し
て
、
一
つ
の
産
業
分
野
に
お
い
て
、
そ
の
分
野
の
「
商
品
」（
交
換
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
生
産
さ

れ
る
労
働
生
産
物
）
の
五
〇
％
以
上
→
一
〇
〇
％
ま
で
を
、
生
産
し
た
り
、
販
売
し
た
り
し
て
、
そ
の
産
業
分
野
を
支
配
す
る
巨
大
な
一
個
ま
た
は
数
個

の
資
本
（
労
働
力
を
搾
取
す
る
生
産
手
段
。
こ
の
資
本
に
よ
っ
て
、
生
活
物
質
の
ほ
と
ん
ど
が
商
品
と
し
て
生
産
・
販
売
さ
れ
る
経
済
を
、
資
本
主
義
と

い
う
）
の
こ
と
を
指
す
。
こ
の
独
占
資
本
の
所
有
者
・
経
営
者
層
を
、
独
占
資
本
家
層
（
独
占
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
）
と
呼
ぶ
。
こ
の
独
占
資
本
家
層
が
、

現
代
資
本
主
義
国
の
支
配
者
層
と
な
っ
て
い
る
。

一
般
論
と
し
て
の
帝
国
主
義
か
ら
、
資
本
主
義
的
帝
国
主
義
を
理
論
化
し
た
の
は
、
ヴ
ェ
・
イ
・
レ
ー
ニ
ン
で
あ
っ
た
。

レ
ー
ニ
ン
の
分
析
に
よ
れ
ば
、「
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
、
つ
い
で
ま
た
ア
ジ
ア
に
お
け
る
資
本
主
義
の
最
高
の
段
階
と
し
て
の
帝
国
主

義
は
、
一
八
九
八

－

一
九
一
四
年
ご
ろ
ま
で
に
完
全
に
形
づ
く
ら
れ
た
。
ス
ペ
イ
ン
＝
ア
メ
リ
カ
戦
争
（
一
八
九
八
年
）、
イ
ギ
リ
ス
＝
ボ
ー
ア
戦
争
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（
一
八
九
九

－

一
九
〇
二
年
）、
日
露
戦
争
（
一
九
〇
四

－

一
九
〇
五
年
）、
一
九
〇
〇
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
恐
慌

─
こ
れ
ら
が
、
世
界
史
の
新

し
い
時
代
の
主
要
な
歴
史
的
道
標
で
あ
る
」（
レ
ー
ニ
ン
『
帝
国
主
義
と
社
会
主
義
の
分
裂
』・
レ
ー
ニ
ン
全
集
第
二
十
三
巻
・
大
月
書
店
・
一
一
三
頁
）。

資
本
主
義
は
、
歴
史
的
に
は
、「
近
代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
革
命
」（
例
え
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
ス
ペ
イ
ン
（
絶
対
君
主
・
フ
ェ
リ
ペ
二
世
）
か

ら
の
独
立
を
め
ざ
し
た
一
五
六
八
年
→
一
五
八
一
年
の
「
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
革
命
」〔
一
五
八
一
年
七
月
二
六
日
勝
利
〕、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
一
六
四
二

年
→
一
六
四
九
年
の
絶
対
君
主
（
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
）
を
処
刑
し
た
「
清
教
徒
革
命
（
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命
）」〔
一
六
四
九
年
五
月
一
九
日
勝
利
〕
と
一

六
八
八
年
の
絶
対
君
主
（
ジ
ェ
ー
ム
ズ
二
世
）
を
追
放
し
た
「
名
誉
革
命
」〔
一
六
八
八
年
一
二
月
二
三
日
勝
利
〕、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
（
立

憲
君
主
・
ジ
ョ
ー
ジ
三
世
）
か
ら
の
独
立
を
め
ざ
し
た
一
七
七
五
年
→
一
七
八
三
年
の
「
独
立
革
命
」〔
一
七
八
三
年
九
月
三
日
勝
利
〕、
フ
ラ
ン
ス
（
絶

対
君
主
・
ル
イ
一
六
世
治
下
）
に
お
け
る
一
七
八
九
年
の
封
建
制
度
を
否
定
し
た
「
大
革
命
」〔
一
七
八
九
年
八
月
四
日
勝
利
〕
な
ど
）
の
勝
利
以
降
、

「
資
本
の
原
始
的
蓄
積
『
段
階
』」
か
ら
、「
産
業
革
命
」（
歴
史
的
に
は
、
一
七
六
〇
年
に
イ
ギ
リ
ス
〔
一
八
三
〇
年
に
か
け
て
〕
で
始
ま
り
、
フ
ラ
ン

ス
〔
一
八
三
〇
年
か
ら
〕・
ア
メ
リ
カ
〔
一
八
三
〇
年
か
ら
〕・
ド
イ
ツ
〔
一
八
四
〇
年
か
ら
〕
な
ど
で
一
八
七
〇
年
ま
で
に
）
を
経
て
、「
産
業
資
本
主

義
『
段
階
』」
へ
（
一
八
九
七
年
ま
で
）
と
発
展
し
、
さ
ら
に
、「
産
業
資
本
主
義
『
段
階
』」
か
ら
「
帝
国
主
義
『
段
階
』」
へ
と
発
展
し
て
き
た
。

帝
国
主
義
は
、
レ
ー
ニ
ン
に
よ
れ
ば
、
経
済
的
に
は
、「
⑴
独
占
資
本
主
義
」、「
⑵
寄
生
的
な
、
ま
た
は
腐
敗
し
つ
つ
あ
る
資
本
主
義
」、「
⑶
死
滅
し

つ
つ
あ
る
資
本
主
義
（
社
会
主
義
へ
移
行
し
つ
つ
あ
る
資
本
主
義
）」（
前
掲
・
レ
ー
ニ
ン
『
帝
国
主
義
と
社
会
主
義
の
分
裂
』・
一
一
二
頁
、
一
一
四
頁
）

と
い
う
標
識
を
有
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
政
治
的
に
は
、「
⑴
全
線
に
わ
た
る
政
治
的
反
動
」、「
⑵
民
族
的
抑
圧
」、「
⑶
領
土
併
合
」（
前
掲
・
レ
ー
ニ

ン
『
帝
国
主
義
と
社
会
主
義
の
分
裂
』・
一
一
三
頁
、
レ
ー
ニ
ン
『
帝
国
主
義
論
ノ
ー
ト
』・
レ
ー
ニ
ン
全
集
第
三
十
九
巻
・
大
月
書
店
・
七
二
九
頁
）
と

い
う
標
識
を
有
す
る
。

独
占
資
本
主
義
は
、
レ
ー
ニ
ン
に
よ
れ
ば
、「（
一
）
生
産
と
資
本
の
集
積
。
こ
れ
が
高
度
の
発
展
段
階
に
達
し
て
、
経
済
生
活
で
決
定
的
な
役
割
を
演

じ
て
い
る
独
占
体
を
つ
く
り
だ
す
ま
で
に
な
っ
た
こ
と
。（
二
）
銀
行
資
本
が
産
業
資
本
と
融
合
し
、
こ
の
『
金
融
資
本
』
を
基
礎
と
し
て
金
融
寡
頭
制

が
つ
く
り
だ
さ
れ
た
こ
と
。（
三
）
商
品
輸
出
と
は
区
別
さ
れ
る
資
本
輸
出
が
、
と
く
に
重
要
な
意
義
を
獲
得
し
て
い
る
こ
と
。（
四
）
資
本
家
の
国
際
的

独
占
団
体
が
形
成
さ
れ
て
、
世
界
を
分
割
し
て
い
る
こ
と
。（
五
）
資
本
主
義
的
最
強
国
に
よ
る
地
球
の
領
土
的
分
割
が
完
了
し
て
い
る
こ
と
」（
前
掲
・

レ
ー
ニ
ン
『
資
本
主
義
の
最
高
の
段
階
と
し
て
の
帝
国
主
義
』・
三
〇
七

－

三
〇
八
頁
）
と
い
う
標
識
を
有
す
る
資
本
主
義
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
帝
国

主
義
と
は
、
レ
ー
ニ
ン
に
よ
れ
ば
、「
独
占
体
と
金
融
資
本
と
の
支
配
が
成
立
し
て
、
資
本
の
輸
出
が
顕
著
な
重
要
性
を
獲
得
し
、
国
際
ト
ラ
ス
ト
に
よ

る
世
界
の
分
割
が
は
じ
ま
り
、
最
強
の
資
本
主
義
諸
国
に
よ
る
い
っ
さ
い
の
領
土
の
分
割
が
完
了
し
た
、
そ
う
い
う
発
展
段
階
の
資
本
主
義
で
あ
る
」
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（
前
掲
・
レ
ー
ニ
ン
『
資
本
主
義
の
最
高
の
段
階
と
し
て
の
帝
国
主
義
』・
三
〇
八
頁
）。

次
に
、
こ
の
帝
国
主
義
の
発
展
に
つ
い
て
は
、
独
占
資
本
主
義
の
時
代
か
ら
（
一
八
九
八
年

－

一
九
一
四
年
か
ら
）、
国
家
独
占
資
本
主
義
の
時
代

（
第
一
次
世
界
大
戦
・
一
九
二
九
年

－

一
九
四
五
年
か
ら
）

→
多
国
籍
企
業
型
国
家
独
占
資
本
主
義
の
時
代
（
一
九
五
七
年
〔
一
九
五
七
年
三
月
二
五

日
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
」
創
設
の
た
め
の
「
ロ
ー
マ
条
約
」
調
印
〕
前
後
〈
ア
メ
リ
カ
の
場
合
〉

－

一
九
七
〇
年
代
〈
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
場

合
〉

－

一
九
八
一
年
〈
日
本
の
場
合
〉
か
ら
今
日
）
へ
と
発
展
し
て
き
た
。

国
家
独
占
資
本
主
義
は
、
独
占
資
本
主
義
の
展
開
形
態
で
あ
り
、
帝
国
主
義
の
（
従
っ
て
、
資
本
主
義
の
）
最
終
段
階
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

国
家
独
占
資
本
主
義
は
、「
⑴
『
国
家
の
独
占
資
本
へ
の
全
面
的
従
属
』
と
い
う
形
態
を
と
っ
た
『
国
家
と
独
占
資
本
の
全
面
的
癒
着
』」
を
基
本
的
標

識
と
し
、「
⑵
国
家
の
経
済
過
程
へ
の
全
面
的
介
入
と
そ
の
統
制
」、「
⑶
国
家
財
政
へ
の
独
占
資
本
の
全
面
依
存
」、「
⑷
最
高
度
の
腐
朽
性
と
寄
生
性
」、

「
⑸
全
線
に
お
け
る
最
高
度
の
政
治
的
反
動
（
反
共
産
主
義
・
反
民
主
主
義
）」、「
⑹
社
会
主
義
へ
の
移
行
の
経
済
的
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（Ideologie　

観
念
形
態
）
的
条
件
の
完
熟
化
」
と
い
う
標
識
を
有
す
る
独
占
資
本
主
義
で
あ
る
。

こ
の
国
家
独
占
資
本
主
義
は
、
高
度
に
発
達
し
た
資
本
主
義
を
持
つ
国
に
お
い
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
（
一
九
一
四
年
七
月
二
八
日
―
一
九
一
八
年
一

一
月
一
一
日
）
と
一
九
二
九
年
一
〇
月
二
四
日
か
ら
始
ま
る
「
世
界
大
恐
慌
」（
一
九
三
三
年
ま
で
）
を
画
期
に
し
て
始
ま
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
（
一

九
三
九
年
九
月
一
日
―
一
九
四
五
年
九
月
二
日
）
に
よ
っ
て
進
行
化
し
、
そ
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
普
遍
的
現
象
と
な
っ
た
。

国
家
の
独
占
資
本
へ
の
「
従
属
」
は
、
各
国
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
「
方
法
」
を
用
い
て
達
成
さ
れ
て
い
る
。

①
独
占
資
本
に
よ
る
政
党
・
議
員
・
高
級
官
僚
の
買
収

②
独
占
資
本
に
よ
る
企
業
へ
の
高
級
官
僚
の
受
入
れ
。
独
占
資
本
に
よ
る
企
業
の
職
員
の
国
家
機
関
へ
の
出
向

③
独
占
資
本
の
代
表
者
に
よ
る
政
府
の
「
審
議
会
」
の
占
拠

④
独
占
資
本
家
や
独
占
資
本
の
代
理
人
に
よ
る
国
家
機
関
（
大
統
領
、
総
理
大
臣
、
大
統
領
府
、
内
閣
、
議
会
、
裁
判
所
な
ど
）
や
自
治
体
機
関
（
首

長
、
副
首
長
、
議
会
な
ど
）
の
占
拠

⑤
独
占
資
本
の
政
党
と
そ
の
活
動
の
存
在

⑥
独
占
資
本
と
そ
の
政
府
に
よ
る
公
務
員
労
働
組
合
お
よ
び
民
間
企
業
労
働
組
合
の
首
脳
部
の
買
収

⑦
独
占
資
本
の
団
体
に
よ
る
政
党
・
議
員
・
高
級
官
僚
・
国
民
の
誘
導

⑧
独
占
資
本
に
よ
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
運
営
と
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
占
拠
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多
国
籍
企
業
型
国
家
独
占
資
本
主
義
と
は
、
国
家
独
占
資
本
主
義
の
段
階
に
あ
る
資
本
主
義
国
の
そ
の
国
家
独
占
資
本
主
義
か
ら
生
ま
れ
た
「
多
国
籍

企
業
」
が
、
自
国
の
経
済
、
並
び
に
、
世
界
各
国
の
経
済
と
世
界
の
経
済
を
動
か
す
時
代
の
国
家
独
占
資
本
主
義
で
あ
る
。

多
国
籍
企
業
（m

ultinational	corporation

）
と
は
、
基
本
的
に
は
、
そ
の
国
の
独
占
資
本
が
保
有
し
、
自
国
の
国
家
権
力
の
保
護
を
受
け
る
巨
大

企
業
が
海
外
子
会
社
を
持
つ
親
会
社
と
な
り
、
当
該
親
会
社
（
本
社
）
と
そ
の
親
会
社
の
管
理
・
統
制
に
よ
っ
て
自
国
の
親
会
社
と
一
体
と
な
っ
て
活
動

す
る
諸
国
の
海
外
子
会
社
・
海
外
支
店
の
総
体
（
国
際
的
独
占
体
）
を
指
す
。

ア
メ
リ
カ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
・
日
本
等
の
独
占
資
本
が
保
有
す
る
多
国
籍
企
業
は
、
報
道
や
出
版
物
を
利
用
す
れ
ば
、
進
出
し
た
国
、
と
り
わ
け
、

そ
の
発
展
途
上
国
に
お
い
て
、
そ
の
国
の
国
家
権
力
の
直
接
的
間
接
的
保
護
の
も
と
で
、
そ
の
国
の
資
本
・
技
術
・
市
場
・
資
源
な
ど
を
支
配
し
、
環
境

破
壊
（
大
気
汚
染
、
水
汚
染
、
森
林
伐
採
な
ど
）、
基
本
的
人
権
の
侵
害
（
組
合
活
動
家
の
解
雇
、
ス
ト
ラ
イ
キ
参
加
を
理
由
と
す
る
解
雇
、
最
低
賃
金

さ
え
支
払
わ
な
い
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
〔sexual	harassm

ent　

性
的
嫌
が
ら
せ
〕、
残
業
手
当
不
払
い
、
食
事
抜
き
労
働
、
退
職
金
不

払
い
、
労
働
者
殴
打
な
ど
）、
政
治
干
渉
（
贈
賄
、
献
金
、
買
収
、
政
権
打
倒
活
動

─
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
Ｉ
Ｔ
Ｔ
（
国
際
電
信
電
話
会
社
）
の
チ

リ
の
ア
ジ
ェ
ン
デ
政
権
に
対
す
る
そ
の
成
立
（
一
九
七
〇
年
一
一
月
三
日
）
阻
止
活
動
と
そ
の
打
倒
（
一
九
七
三
年
九
月
一
一
日
）
活
動
へ
の
参
加

─
、

ご
り
押
し
要
求
な
ど
）、
文
化
破
壊
（
先
住
民
抑
圧
・
排
除
な
ど
）、
難
民
や
ス
ラ
ム
・
路
上
住
民
の
創
出
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

多
国
籍
企
業
の
形
成
は
、
歴
史
的
に
は
、
一
九
五
七
年
（
一
九
五
七
年
三
月
二
五
日
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
」
創
設
の
た
め
の
「
ロ
ー
マ
条

約
」
調
印
）
前
後
（
ア
メ
リ
カ
の
場
合
）

－

一
九
七
〇
年
代
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
場
合
）

－

一
九
八
一
年
（
日
本
の
場
合
）
か
ら
、
始
ま
っ
た
。

二
一
世
紀
現
代
の
「
帝
国
主
義
」
は
、
多
国
籍
企
業
型
国
家
独
占
資
本
主
義
を
基
礎
と
す
る
「
多
国
籍
企
業
型
帝
国
主
義
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
つ

の
国
の
歴
史
的
に
高
度
に
発
達
し
て
「
国
家
独
占
資
本
主
義
」
と
な
っ
た
資
本
主
義
が
、
基
本
的
に
、
植
民
地
を
求
め
ず
に
、
自
国
の
国
家
と
自
己
の
輸

出
資
本

─
「
多
国
籍
企
業
」
を
用
い
て
、
他
国
・
他
国
民
族
・
他
国
人
民
を
経
済
的
政
治
的
法
的
文
化
的
に
支
配
・
搾
取
・
差
別
す
る
立
場
（
新
植

民
地
主
義
的
立
場
）
を
言
う
。

「
多
国
籍
企
業
型
帝
国
主
義
」
の
帝
国
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（globalization

）
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、「
資
本
」・「
商
品
」・「
サ
ー
ビ
ス
」・「
労
働
力
」・「
投
機
マ
ネ
ー
」・「
情
報
」・「
技
術
」
な
ど
の
国
境
を
超
え
る
活
動

の
自
由
化
を
志
向
す
る
思
考
で
あ
り
、「
経
済
の
地
球
規
模
化
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
の
「
多
国
籍
企
業
」
の
世
界
的
横
行
と
「
投
資
機
関
」（
銀
行
・
証
券
会
社
・
投
資
フ
ァ
ン
ド
な
ど
）
に
よ

る
「
投
機
」
の
世
界
的
横
行
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
世
界
経
済
の
支
配
化
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
ソ
ヴ
エ
ト
社
会
主
義
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共
和
国
連
邦
の
消
滅
（
一
九
九
一
年
一
二
月
三
一
日
）
を
〝
て
こ
〟
に
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
ア
メ
リ
カ
発
で
主
張
さ
れ
た
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
二
つ
の
要
素
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、「
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
（neo-liberalism

）」（
新
自
由
主
義
）
の
要
素
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、「
多
国
籍
企
業
」
や
「
投
資
機
関
」
の

活
動
の
自
由
を
阻
害
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
「
悪
」
で
あ
り
、
各
国
は
、
自
国
に
存
在
す
る
多
国
籍
企
業
や
投
資
機
関
の
活
動
を
阻
害
す
る
「
規
制
」
を

緩
和
・
撤
廃
し
、
或
い
は
、
利
潤
追
求
主
義
を
拒
否
す
る
「
公
共
圏
」
を
限
り
な
く
縮
少
し
、
自
己
責
任
の
原
則
の
も
と
で
、
自
由
競
争
に
よ
っ
て
す
べ

て
の
富
の
分
配
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
「
市
場
原
理
主
義
」
が
貫
け
る
よ
う
な
体
制
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
も
う
一
つ
は
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
（global	standard

）」（
世
界
標
準
）
の
要
素
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、「
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
」
に
立
脚
し
て
、
世
界
各
国
は
、
ア
メ
リ
カ
の
国
家
や
多
国
籍
企
業
や
投
資
機
関
の
も
つ
「
資
本
」・「
商
品
」・「
サ
ー
ビ
ス
」・「
投
機
」・「
労
働
力
」・

「
情
報
」・「
技
術
」・「
企
業
統
治
」・「
企
業
会
計
」・「
福
祉
」・「
教
育
」
な
ど
に
つ
い
て
の
価
値
や
基
準
や
規
制
や
体
制
を
、「
世
界
標
準
」
と
し
て
自

国
に
取
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
が
他
国
帝
国
主
義
を
束
ね
て
、
そ
の
総
力
で
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
世

界
中
の
反
帝
国
主
義
勢
力
を
支
配
・
搾
取
・
差
別
し
よ
う
と
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。

「
多
国
籍
企
業
型
帝
国
主
義
」
は
、
帝
国
主
義
の
「
現
代
型
」
で
あ
り
、
帝
国
主
義
の
最
終
形
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
4
）　

ア
フ
リ
カ
の
ジ
ブ
チ
共
和
国
に
自
衛
隊
基
地
が
建
設
さ
れ
、
二
〇
一
一
年
六
月
一
日
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）　

日
本
国
憲
法
は
、「
こ
の
憲
法
の
改
正
は
、
各
議
院
の
総
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
で
、
国
会
が
、
こ
れ
を
発
議
し
、
国
民
に
提
案
し
て
そ
の

承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
承
認
に
は
、
特
別
の
国
民
投
票
又
は
国
会
の
定
め
る
選
挙
の
際
行
は
れ
る
投
票
に
お
い
て
、
そ
の
過
半
数
の
賛
成

を
必
要
と
す
る
」（
第
九
六
条
第
一
項
）
と
定
め
て
、
内
閣
の
憲
法
改
正
権
の
保
有
を
否
定
し
て
い
る
。

佐
藤　

功
『
日
本
国
憲
法
概
説　

全
訂
第
五
版
』・
学
陽
書
房
・
一
九
九
六
年
は
、「
第
九
六
条
に
『
発
議
』
と
い
う
の
は
、
国
民
投
票
の
た
め
に
、
そ

の
対
象
と
な
る
憲
法
改
正
案
を
国
民
に
対
し
て
提
案
す
る
こ
と
を
い
う
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
国
会
の
議
決
の
対
象
と
な
る
原
案
の
発
案
権
・
提

出
権
が
ど
こ
に
あ
る
か
に
つ
い
て
は
第
九
六
条
は
触
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
れ
を
国
会
す
な
わ
ち
両
院
の
議
員
の
み
に
専
属
せ
し
め
て
い
る
の
で
は
な
い
と

解
さ
れ
る
」。「
ま
た
、
第
九
六
条
の
定
め
る
憲
法
改
正
手
続
の
重
点
は
、
国
民
主
権
に
基
づ
く
国
民
投
票
の
制
度
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
原
案
の
発

案
権
・
提
出
権
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
特
に
内
閣
を
排
斥
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
、
さ
ら
に
、
仮
に
内
閣
に
は
発
案
権
・
提
出
権
が

な
い
と
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
内
閣
を
構
成
す
る
内
閣
総
理
大
臣
は
国
会
議
員
で
あ
り
、
そ
の
他
の
国
務
大
臣
の
過
半
数
は
国
会
議
員
で
あ
る
の
で
あ
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る
か
ら
、
国
会
議
員
た
る
資
格
に
お
い
て
改
正
案
を
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
内
閣
に
発
案
権
・
提
出
権
を
認
め
な
い
と
す
る

こ
と
の
実
益
は
乏
し
い
と
も
い
え
よ
う
。
以
上
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
憲
法
改
正
案
の
原
案
の
国
会
へ
の
発
案
・
提
出
権
は
内
閣
に
も
あ
る
と
解
さ
れ

る
」（
五
八
五

－

五
八
六
頁
）
と
語
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
樋
口
陽
一
『
憲
法　

第
三
版
』・
創
文
社
・
二
〇
一
〇
年
は
、「
内
閣
が
発
案
権
を
も
つ
か
ど
う
か
」、「
内
閣
総
理
大
臣
お
よ
び
過
半

数
の
国
務
大
臣
が
同
時
に
国
会
議
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
現
行
憲
法
の
制
度
の
も
と
で
、
一
見
、
議
論
の
実
益
の
な
い
問
題
に
見
え
る
が
、
内

閣
総
理
大
臣
お
よ
び
国
務
大
臣
た
る
者
の
、
そ
の
資
格
に
お
け
る
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
の
内
容
に
か
か
わ
る
点
で
は
、
重
要
な
ち
が
い
を
も
た
ら
す
も
の

と
な
り
う
る
。
憲
法
改
正
と
い
う
最
も
重
要
な
場
面
で
の
憲
法
条
項
の
沈
黙
は
、
内
閣
の
発
案
権
を
否
定
す
る
も
の
と
解
す
る
」（
七
九
頁
）
と
語
る
。

（
6
）　

二
〇
一
七
年
五
月
三
日
付
「
読
売
新
聞
（
朝
刊
）」
の
紙
上
に
お
い
て
（
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
で
の
四
月
二
六
日
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
発
言
）、
ま
た
、

改
憲
団
体
で
あ
る
「
日
本
会
議
」
が
主
導
す
る
「
美
し
い
日
本
の
憲
法
を
つ
く
る
国
民
の
会
」
な
ど
が
二
〇
一
七
年
五
月
三
日
に
開
催
し
た
「
第
19
回
公

開
憲
法
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
寄
せ
た
「
ビ
デ
オ
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
に
お
い
て
（
例
え
ば
、
全
文
を
二
〇
一
七
年
五
月
四
日
付
「
朝
日
新
聞
（
朝
刊
）」・「
毎

日
新
聞
（
朝
刊
）」
が
掲
載
し
て
い
る
）。

（
7
）　

一
九
五
四
年
一
二
月
二
二
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
鳩
山
一
郎
内
閣
（
第
一
次
）・
大
村
淸
一
防
衛
庁
長
官
の
答
弁
（「
政
府
統
一
解
釈
」）。

「
第
二
十
一
回
国
会
衆
議
院　

予
算
委
員
会
議
録　

第
二
号
」・
一
頁
。

（
8
）　

一
九
五
四
年
五
月
一
三
日
の
参
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
吉
田
茂
内
閣
（
第
五
次
）・
佐
藤
達
夫
内
閣
法
制
局
長
官
の
答
弁
。「
第
十
九
回
国

会　

参
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録　

第
三
五
号
」・
九
頁
。

（
9
）　

一
九
七
二
年
一
一
月
一
三
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
吉
國
一
郎
内
閣
法
制
局
長
官
か
ら
発
表
さ
れ
た
田
中
角
栄
内
閣
（
第
一
次
）
の
「
戦
力
に
つ

い
て
の
政
府
見
解
」。「
第
七
十
回
国
会　

参
議
院
予
算
委
員
会
会
議
録　

第
五
号
」・
二
頁
。

（
10
）　

一
九
六
〇
年
三
月
二
九
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お
け
る
岸
信
介
内
閣
総
理
大
臣
（
第
二
次
）
の
答
弁
。「
第
三
十
四
回
国
会　

参
議
院
予
算
委

員
会
会
議
録　

第
二
十
一
号
」・
一
一
頁
。

（
11
）　

一
九
五
二
年
一
一
月
二
五
日
の
吉
田
茂
内
閣
（
第
四
次
）
に
よ
る
「
戦
力
に
つ
い
て
の
政
府
統
一
見
解
」。
一
九
五
二
年
一
一
月
二
六
日
付
「
朝
日

新
聞
（
朝
刊
）」。

（
12
）　

一
九
五
六
年
五
月
一
八
日
の
参
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
鳩
山
一
郎
内
閣
（
第
三
次
）・
林
修
三
内
閣
法
制
局
長
官
の
答
弁
。「
第
二
十
四
回
国
会　

参
議
院
内
閣
委
員
会
会
議
録　

第
四
十
六
号
」・
一
四

－

一
五
頁
。
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（
13
）　

二
〇
一
四
年
七
月
一
日
の
安
倍
晋
三
連
立
内
閣
（
第
二
次
）
の
「
閣
議
決
定
」（「
国
の
存
立
を
全
う
し
、
国
民
を
守
る
た
め
の
切
れ
目
の
な
い
安
全

保
障
法
制
の
整
備
に
つ
い
て
」）。
例
え
ば
、
防
衛
省
編
『
平
成
26
年
版　

日
本
の
防
衛

─
防
衛
白
書

─
』・
日
経
印
刷
株
式
会
社
・
二
〇
一
四

年
・
三
七
六

－

三
七
八
頁
。

（
14
）　

例
え
ば
、
防
衛
省
編
『
平
成
26
年
版　

日
本
の
防
衛

─
防
衛
白
書

─
』・
二
〇
一
四
年
八
月
刊
に
所
収
（
三
七
六

－

三
七
八
頁
）。
本
稿
で
の

引
用
は
、
こ
れ
に
よ
る
。

（
15
）　

一
九
七
二
年
五
月
一
二
日
の
参
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
佐
藤
栄
作
内
閣
（
第
三
次
）・
真
田
秀
夫
内
閣
法
制
局
第
一
部
長
の
答
弁
。「
第
六
十
八

回
国
会　

参
議
院
内
閣
委
員
会
会
議
録　

第
十
一
号
」・
一
九
頁
。

（
16
）　

田
畑
茂
二
郎
『
国
際
法　

Ⅰ
〔
新
版
〕』・
有
斐
閣
（
法
律
学
全
集
55
）・
一
九
七
三
年
・
三
五
〇
頁
。

（
17
）　

例
え
ば
、
前
掲
・
田
畑
茂
二
郎
『
国
際
法　

Ⅰ
〔
新
版
〕』
は
、「
集
団
的
自
衛
権
と
は
、
ご
く
端
的
に
い
う
な
ら
ば
、
自
国
が
直
接
攻
撃
を
う
け
な

く
て
も
、
連
帯
関
係
に
あ
る
他
の
国
が
攻
撃
を
う
け
た
場
合
、
そ
れ
を
自
国
に
対
す
る
攻
撃
と
み
な
し
て
反
撃
し
う
る
権
利
を
い
う
」（
三
五
九
頁
）
と

述
べ
て
い
る
。
ア
ラ
ン
・
プ
レ
、
ジ
ャ
ン
＝
ピ
エ
ー
ル
・
コ
ッ
ト
共
編
（
中
原
喜
一
郎
・
斎
藤
惠
彦
監
訳
）『
コ
マ
ン
テ
ー
ル
国
際
連
合
憲
章　

上
』・
東

京
書
籍
・
一
九
九
三
年
は
、
国
際
連
合
憲
章
「
第
5（
条
の
名
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
国
連
加
盟
国
は
、
武
力
侵
略
の
犠
牲
国
で
あ
る
他
の
国
家
を
救
う
た

め
に
武
力
行
使
に
訴
え
る
権
利
を
も
つ
。
こ
の
権
利
（
集
団
的
自
衛
権

─
引
用
者
）
は
、
介
入
す
る
国
家
は
そ
れ
自
体
が
武
力
侵
略
の
犠
牲
国
で
あ

る
必
要
は
必
ず
し
も
な
い
と
解
釈
さ
れ
た
（
侵
略
の
犠
牲
国
と
な
っ
た
場
合
に
は
、「
個
別
的
」
自
衛
権
を
援
用
し
、
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
）」。「
あ
る
国
家
は
侵
略
を
受
け
た
国
の
要
請
、
ま
た
は
同
意
な
し
に
侵
略
を
行
っ
た
国
に
対
し
て
武
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
九
五
五

頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
田
岡
良
一
『
国
際
法
上
の
自
衛
権　

新
装
版
』・
勁
草
書
房
・
二
〇
一
四
年
は
、「
集
団
的
自
衛
権
は
、
組
成
国
の
一
つ
に
対
し
て

武
力
攻
撃
が
な
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
攻
撃
の
直
接
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
他
の
国
々
が
、
被
攻
撃
国
を
守
り
、
攻
撃
国
に
対
し
て
武
力
を
行
使
す
る
権

利
を
指
す
と
い
う
の
が
、
普
通
の
解
釈
で
あ
る
」（
二
五
六
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
18
）　
「
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
」
と
は
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
を
四
三
年
間
（
一
九
三
七
年
一
月
一
日
よ
り
）
に
わ
た
っ
て
支
配
し
た
ソ
モ
サ
一
族
の
軍
事
独
裁
政
治

は
、
一
九
七
九
年
五
月
二
九
日
か
ら
の
「
サ
ン
デ
イ
ニ
ス
タ
民
族
解
放
戦
線
」
の
攻
撃
を
受
け
て
、
崩
壊
し
、
一
九
七
九
年
七
月
二
〇
日
、
サ
ン
デ
イ
ニ

ス
タ
政
権
が
成
立
し
た
。

サ
ン
デ
イ
ニ
ス
タ
政
権
の
成
立
後
、
親
米
勢
力
と
親
ソ
連
邦
・
キ
ュ
ー
バ
勢
力
が
対
立
し
、
ア
メ
リ
カ
に
支
援
さ
れ
た
ニ
カ
ラ
グ
ア
亡
命
者
が
結
成

（
一
九
八
一
年
）
し
た
「
ニ
カ
ラ
グ
ア
民
主
勢
力
」（
そ
の
う
ち
の
武
装
勢
力
が
「
コ
ン
ト
ラ
」）
は
、
一
九
八
三
年
三
月
か
ら
、
武
装
活
動
を
開
始
し
た
。
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ニ
カ
ラ
グ
ア
は
、
内
戦
状
態
と
な
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
は
、
サ
ン
デ
イ
ニ
ス
タ
政
権
を
崩
壊
さ
せ
る
た
め
に
、「
ニ
カ
ラ
グ
ア
民
主
勢
力
」
を
支
援
す
る
一
方
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
に
よ
る
エ
ル
サ
ル
バ

ド
ル
の
反
政
府
勢
力
へ
の
支
援
を
や
め
さ
せ
る
と
い
う
理
由
で
、
一
九
八
四
年
二
月
か
ら
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
の
港
に
機
雷
を
敷
設
し
、
或
い
は
、
ニ
カ
ラ
グ

ア
の
港
・
空
港
・
石
油
貯
蔵
施
設
を
攻
撃
し
た
（
一
九
八
三
年
九
月
八
日
か
ら
）。

ニ
カ
ラ
グ
ア
は
、
一
九
八
四
年
四
月
九
日
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
ニ
カ
ラ
グ
ア
侵
略
行
為
を
国
際
法
違
反
と
し
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。

ア
メ
リ
カ
は
、
同
裁
判
所
へ
の
答
弁
書
に
お
い
て
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
、
コ
ス
タ
リ
カ
を
ニ
カ
ラ
グ
ア
の
侵
略
か
ら
護
る
た
め
に
、

そ
れ
ら
の
国
か
ら
の
要
請
に
よ
り
、「
米
州
相
互
援
助
条
約
」（
第
二
十
一
条
）
と
国
際
連
合
憲
章
第
五
一
条
（
個
別
的
・
集
団
的
自
衛
権
）
を
行
使
し
た

と
主
張
し
た
。

国
際
司
法
裁
判
所
は
、
一
九
八
六
年
六
月
二
七
日
の
判
決
で
、「
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
集
団
的
自
衛
権
は
正
当
化
さ
れ
な
い
」
と
決
定
し
た
。

そ
の
判
決
の
中
で
、
集
団
的
自
衛
権
に
関
し
て
、
次
の
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

「
裁
判
所
は
、
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
か
ま
た
は
米
州
の
法
律
制
度
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
慣
習
国
際
法
上
、
自
ら
が
武
力
攻
撃
の
犠

牲
者
で
あ
る
と
み
な
す
国
家
に
よ
る
要
請
が
な
い
場
合
に
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
許
容
す
る
よ
う
な
規
則
は
存
在
し
な
い
、
と
認
定
す
る
。
裁
判
所

は
、
攻
撃
の
犠
牲
者
た
る
国
家
が
攻
撃
を
受
け
た
こ
と
を
自
ら
宣
言
し
て
お
く
べ
き
だ
と
言
う
要
件
に
加
え
て
、
そ
の
よ
う
な
国
に
よ
る
要
請
と
い
う
要

件
が
加
え
ら
れ
る
と
結
論
す
る
」。

波
多
野
里
望
・
尾
﨑
重
義
編
著
『
国
際
司
法
裁
判
所　

判
決
と
意
見
・
第
二
巻
（
一
九
六
四

－

九
三
年
）』・
国
際
書
院
・
一
九
九
六
年
・
二
四
七

－

二

六
五
頁
、
二
七
一
頁
、
二
九
四
頁
。

（
19
）　
「
平
和
安
全
法
制
整
備
法
」
を
構
成
す
る
一
〇
本
の
改
定
法
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

⑴
自
衛
隊
法
の
一
部
改
正
。
⑵
国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
。
⑶
周
辺
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及

び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
重
要
影
響
事
態
に
際
し
て
我
が
国
の
平
和
及
び
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す

る
法
律
と
な
る
）。
⑷
周
辺
事
態
に
際
し
て
実
施
す
る
船
舶
検
査
活
動
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
重
要
影
響
事
態
等
に
際
し
て
実
施
す
る
船
舶
検
査

活
動
に
関
す
る
法
律
と
な
る
）。
⑸
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

正
（
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
我
が
国
の
平
和
と
独
立
並
び
に
国
及
び
国
民
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
法
律
と
な
る
）。
⑹
武
力

攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
武
力
攻
撃
事
態
等
及
び
存
立
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危
機
事
態
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
等
の
軍
隊
の
行
動
に
伴
い
我
が
国
が
実
施
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
と
な
る
）。
⑺
武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る

特
定
公
共
施
設
等
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
。
⑻
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

（
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
外
国
軍
用
品
等
の
海
上
輸
送
の
規
制
に
関
す
る
法
律
と
な
る
）。
⑼
武
力
攻
撃
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等

の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
（
武
力
攻
撃
事
態
及
び
存
立
危
機
事
態
に
お
け
る
捕
虜
等
の
取
扱
い
に
関
す
る
法
律
と
な
る
）。
⑽
国
家
安
全
保

障
会
議
設
置
法
の
一
部
改
正
。

「
第
百
八
十
九
回
国
会
衆
議
院　

我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録　

第
二
号
」（
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
六

日
）・
二
頁
以
下
。

（
20
）　
「
第
百
八
十
九
回
国
会　

参
議
院
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
特
別
委
員
会
会
議
録
第
十
三
号
」（
平
成
二
十
七
年
八
月
二
十

六
日
）・
二
〇
頁
。

（
21
）　
「
第
百
八
十
九
回
国
会　

参
議
院
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
特
別
委
員
会
会
議
録
第
四
号
」（
平
成
二
十
七
年
七
月
二
十
九

日
）・
一
八
頁
。「
第
百
八
十
九
回
国
会　

参
議
院
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
特
別
委
員
会
会
議
録
第
七
号
」（
平
成
二
十
七
年

八
月
四
日
）・
四
二
頁
。

（
22
）　
「
第
百
八
十
九
回
国
会　

参
議
院
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
特
別
委
員
会
会
議
録
第
八
号
」（
平
成
二
十
七
年
八
月
五
日
）・

一
一
頁
。

（
23
）　
「
第
百
八
十
九
回
国
会
衆
議
院　

我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録　

第
十
四
号
」（
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十

六
日
）・
三
九
頁
。

（
24
）　

矢
部
宏
治
『
日
本
は
な
ぜ
、「
戦
争
が
で
き
る
国
」
に
な
っ
た
の
か
』・
集
英
社
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
二
〇
一
六
年
が
、
こ
の
点
を
解
明
し
て
い

る
。


